


はじめに 

 

グローバル化や情報通信技術の進展などにより、経済や文化、価値観が国境を越えて流動化

するなど、私たちを取り巻く社会環境は大きな変化を迎えています。 

さらに少子化・高齢化の急激な進行に直面し、家族形態の変容、ライフスタイルの多様化を

背景に、地域社会とのつながりや支え合いによるセーフティーネット機能の低下が懸念されて

います。 

教育の分野においては、平成20年に小中学校における学習指導要領の改訂が行われ、変化

の激しいこれからの社会で「生きる力」を一層育むことを目指し、教育内容の改善が行われ、

生涯にわたり学習する基盤を培うことを明確にしています。 

このような中、宜野湾市では、「学び」と「つながり」を視点に、人と人、学校と家庭・地

域、郷土と国際社会、現在と未来をつなぐ活動を、学びを通して進めていくことが重要と考え、

大人も子どもも共に学び、自らの未来を切り拓いていくことのできる人材の育成を目指し、平

成 28年度から平成32年度までの5年間を計画期間とした「宜野湾市教育振興基本計画」

を策定しました。 

本計画では、「学び合い、未来を切り拓く人材の育成」を基本理念とし、３つの基本方向を

示しています。1 つ目は「生きる力を育む“ひとづくり”」２つ目は「学校に関わる人たちが

活動をとおしてつながる“学校づくり”」３つ目は「地域が学びをとおしてつながる“まちづ

くり”」です。 

宜野湾市の教育の中心には子どもたちがいます。そのまわりに保護者や教師、地域の大人が

います。そして社会教育関係団体や市民団体などが同心円状につながることにより子どもたち

を育んでいきます。そして、大人も子どもの教育に関わりながら成長していけると考えます。 

 このように学校教育と社会教育が融合することにより、学校を支援していくことは勿論の事、

家庭や地域の教育力を高め、その成果を活動へとつなぐことを推進し、地域全体で子どもを育

成し、市民一人一人も自らの夢に向かって輝くことのできる教育の実現を目指していきます。 

 結びに、本計画を策定するにあたり貴重なご意見・ご提言を頂戴しました宜野湾市教育振興

基本計画策定委員の皆様をはじめ、調査等にご協力いただきました多くの関係者の皆様に深く

お礼を申し上げます。 

 

平成27年8月 

宜野湾市教育委員会 
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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の趣旨                             

近年、我が国では核家族化や少子高齢化、経済社会のグローバル化、価値観の多様化、

インターネットや携帯電話、ゲーム機の急速な普及など、子どもたちを取り巻く環境が大

きく変化しています。いじめや不登校の増加、道徳心や規範意識の低さなど、様々な問題

が顕在化し学校・家庭・地域の教育のあり方が問われています。 

国においては、平成18 年12 月、60 年ぶりに教育基本法が改正されました。「人格の

完成」や「個人の尊重」など、これまでの普遍的な理念は継承しつつ、新たに、「公共の

精神の尊重」「豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成」「伝統の継承と新しい文化の

創造」が明示されるとともに、教育の目標や生涯学習の理念、教育の機会均等など、家庭

教育、幼児教育などに関する規定が設けられています。同法第17 条には、国に教育振興

基本計画の策定が義務付けられ、平成25 年6 月には、国の「第２期教育振興基本計画」

が閣議決定され、我が国の今後の社会の方向性として「自立・協働・創造」の３つの理念

の実現に向けた一人一人の主体的な学びが求められています。 

また、地方公共団体においても、国の計画を参酌し、その地域の実情に応じた基本的な

中長期的計画の策定に務めなければならないとされています。 

 

  沖縄県においては、沖縄の未来を展望した「沖縄21 世紀ビジョン～みんなで創る み

んなの美ら島 未来の沖縄～」及び「沖縄21 世紀ビジョン基本計画」に沿って、これま

での「教育長期計画・基本計画」を統合したかたちで「個性の尊重を基本とし、国及び郷

土の自然と文化に誇りを持ち、創造性・国際性に富む人材の育成と生涯学習の振興」を推

進することを掲げ、平成24 年7 月に「沖縄県教育振興基本計画」が策定されています。 

 

  宜野湾市教育委員会では、これまで「響き合い、共に育つ心身豊かな社会の実現」を教

育施策の柱と位置付け、人材豊かな宜野湾市づくりを推進してきました。 

  平成22 年3 月には、「宜野湾市生涯学習推進計画」が策定され、子どもから青年期に

おいては「生きる力」を育み、子育て期から高齢期においては「人間力」の向上を推進し、

市民一人一人が学びをとおして身につけた「力」を地域で活かされる地域力の向上に取り

組んでいます。 
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学校教育においては、将来を担う子どもたちが、自立して社会で生きぬく「生きる力」

の基礎となる資質を育てる「根づくり教育」を積極的に進めてきました。 

  これからも変化し続けるであろう社会の中で、どんな時代でも一人一人が生きがいのあ

る人生を過ごしていくためには「学び」が重要です。学びの原点である家庭教育と学校教

育を充実させるとともに社会教育を融合させた生涯学習システムの構築を目指し、これま

での取組の成果と課題を踏まえながら、中期的視点に立った本市の教育が目指すべき方向

性と今後５年間に取り組む施策について示した「宜野湾市教育振興基本計画」が策定され

ることとなりました。 

≪参考≫ 

▼教育基本法 

（教育の目的） 

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として 

必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

 

▼教育基本法の改正（平成18 年12 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼国の第１期教育振興基本計画 （平成20 年７月閣議決定） 

 ▼国の第２期教育振興基本計画 （平成25 年６月閣議決定） 

 

 

 

 

 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事

項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなけれ

ばならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団

体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなけれ

ばならない。 

 
（第２期教育振興基本計画が目指す４つの基本的方向性） 

１． 社会を生き抜く力の養成 
２． 未来への飛躍を実現する人材の養成 
３． 学びのセーフティーネットの構築 
４． 絆づくりと活力あるコミュニティの形成 
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２．計画の概要 

（1）計画の位置づけ 

この計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき国や県の教育振興基本計画を

踏まえつつ、第３次宜野湾市総合計画を上位計画として、宜野湾市の教育の振興に関す

る基本的な方向や講ずべき施策を体系的に示すものです。 

 

 

  

 参酌 

     参酌 

 

 

 

   宜野湾市 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

    

 

 

 

 

 

          

 

 

国  教育振興基本計画 

第１期計画（平成２０年 ～平成２４年度） 

第２期計画（平成２５年度～平成２９年度） 

 

 

 

県 沖縄県教育振興基本計画（平成24 年度～平成33 年度） 

 

教育に関連する個別計画 

・宜野湾市生涯学習推進計画 

・宜野湾市子どもの読書活動推進計画  等 

・ 

 他部局の関連する個別計画 

・宜野湾市子ども・子育て支援事業計画 

・放課後子ども総合プラン     

・健康ぎのわん２１（第２次） 

・宜野湾市男女共同参画計画（第３次）  等 

宜野湾市教育振興基本計画（平成２８年度～平成３２年度） 

第三次宜野湾市総合計画基本構想・基本計画 

基本構想    計画期間：平成18 年度～平成28 年度 

    基本計画（前期）計画期間：平成18 年度～平成22 年度 

    基本計画（後期）計画期間：平成23 年度～平成28 年度（※） 

               ※平成28年度まで期間延長 
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（２）計画期間                            

   この計画は、平成２8 年度を初年度とし、平成３２年度までの５年間を計画期間とし

ます。 

ただし、社会情勢の変化や、計画の進捗状況等により、計画内容と現状とに乖離が見

られる場合等には、必要に応じて見直しを行います。 

 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 

 

       

 

 

 

  

 

 

  

 

 

検証・見直し   

      

 

 

 

 

 

次期計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期計画 

本 計 画 
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第２章 宜野湾市教育を取り巻く現状と課題 

１. 人口・世帯の状況                      

（１） 総人口の推移 

平成27 年の総人口は９５，４６２人となっており、平成２３年からの推移をみ

ると年々増加しています。 
単位（人） 

   
 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

伸び率 ― 1.39％ 0.33％ 0.77％ 0.70％ 

            ＜資料＞宜野湾市人口統計（各年３月末日現在） 外国人を含まない統計です。 

（２） 年齢構成別人口の推移 

平成２７年は、年少人口（０～１４歳）が１８．２％、生産年齢人口（15～6４歳）

が６５．２％、老年人口（65 歳以上）が１６．６％となっています。平成23 年からの

推移をみると、老年人口が増加傾向にあります。 

単位（人） 

  
  ＜資料＞宜野湾市人口統計（各年３月末日現在） 外国人を含まない統計です。 

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

総人口（人） 92,467 93,751 94,062 94,793 95,462

90,000

91,000

92,000

93,000

94,000

95,000

96,000

（宜野湾市の総人口の推移） 

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

０～１４歳 17,080 17,286 17,249 17,326 17,380

１５～６４歳 61,903 62,671 62,337 62,363 62,270

６５歳以上 13,484 13,794 14,476 15,104 15,812

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

（宜野湾市年齢構成別人口の推移） 
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（３） 子どものいる世帯の状況 

平成22 年国勢調査における宜野湾市の一般世帯の状況をみると、核家族世帯が５７．

2％、３世代世帯が４．4％を占めており全国的な傾向である核家族化が進んでいます。

単独世帯は３３．７％を占め、沖縄県全体の割合より高くなっています。 

 

内容 
宜野湾市 沖縄県 

世帯数 割合 世帯数 割合 

○一般世帯総数 36,332 － 519,184 ― 

 （核家族世帯） 20,812 57.2% 314,152 60.5% 

 （３世代世帯） 1,621 4.4% 28,640 5.5% 

    （単独世帯）   12,245 33.7% 152,589 29.3% 

  6歳未満世帯員のいる一般世帯 4,885 13.4% 69,433 13.3% 

12 歳未満世帯員のいる一般世帯 7,867 21.6% 113,785 21.9% 

15 歳未満世帯員のいる一般世帯 9,314 25.6% 135,394 26.0% 

18 歳未満世帯員のいる一般世帯 10,779 29.6% 157,284 30.2% 

20 歳未満世帯員のいる一般世帯 11,981 32.9% 171,096 32.9% 

＜資料＞平成22 年国勢調査人口等基本集計（総務省統計局） 
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２．幼稚園、学校の状況                      

（１）市立の幼稚園の園児数、小中学校の児童生徒数 

幼稚園 開設年 園児数（人） 学級数 

普天間幼稚園 昭和４５年 66 3 

普天間第二幼稚園 昭和４７年 87 3 

大山幼稚園 昭和４３年 94 4 

大謝名幼稚園 昭和５１年 54 3 

嘉数幼稚園 昭和４３年 112 4 

志真志幼稚園 昭和５７年 87 3 

宜野湾幼稚園 昭和４６年 70 3 

長田幼稚園 平成１１年 84 3 

はごろも幼稚園 平成２６年 104 4 

合 計    － 758 30 

 

小学校 開設年 児童数（人） 学級数 

普天間小学校 明治３９年 653 25（5） 

普天間第二小学校 昭和４４年 679 25（4） 

大山小学校 昭和２１年 583 21（4） 

大謝名小学校 昭和５１年 569 23（4） 

嘉数小学校  大正８年 845 31（4） 

志真志小学校 昭和５７年 743 28（3） 

宜野湾小学校 明治１５年 821 28（3） 

長田小学校 平成１１年 605 23（3） 

はごろも小学校 平成２６年 741 28（4） 

合 計 ―  6,239 232（34） 

 

中学校 開設年 生徒数（人） 学級数 

普天間中学校 昭和２３年 711 21（2） 

真志喜中学校 昭和５４年 853 25（2） 

嘉数中学校 昭和３７年 736 22（2） 

宜野湾中学校 昭和６１年 692 21（2） 

合 計 － 2,992 89（８） 

＜資料＞宜野湾市教育委員会  平成２７年５月１日現在   （ ）内は特別支援学級で内数である。 

 

（２）市内の幼稚園、学校の設置状況 

 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 大学 

市立 ９ ９ ４ － － 

県立 － － － ３ － 

私立 １ １ １ １ １ 

＜資料＞学校基本調査 平成27年５月１日現在 
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（３）市立の小学校、中学校の児童生徒数の推移 

    小学校の児童数は平成26 年までは大きな変化はありませんが、平成27 年から 

増加に転じました。中学校の生徒数は若干、減少傾向にあります。  
単位（人） 

  

 

（４）市立の小学校、中学校の学級数の推移（特別支援学級を含む） 

    小学校の学級数は増加傾向にあります。中学校の学級数は大きな変化はありません。 

単位（学級数） 

  

 

（５）市立の小学校、中学校の特別支援学級の推移 

    小学校の特別支援学級数は増加が続いており、特に平成26 年度から大きく増加し 

   ています。                            単位（学級数） 

  

＜資料＞宜野湾市教育委員会    各年５月１日現在 

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

小学校 6,218 6,177 6,158 6,160 6,239

中学校 3,041 3,016 3,025 3,027 2,992

0

5,000

10,000

（児童生徒数の推移） 

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

小学校 208 216 216 226 232

中学校 88 90 89 90 89

0

100

200

300

400

（小学校、中学校の学級数の推移） 

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

小学校 16 21 23 32 34

中学校 7 8 8 8 8

0
10
20
30
40
50

（小学校、中学校の特別支援学級数の推移） 
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３．家庭や地域における子どもたちを取り巻く現状と課題       

宜野湾市の教育に関する意識・意向調査によると、子どもたちにより良い教育環境を提供

するために学校が家庭に求めるものは「規則正しい生活習慣」（図表①）、学校が地域に求

めるものは「しつけや子育ての支援」（図表②）と回答した割合が高くなっていることから、

本来、子どもが身につけるべき基本的生活習慣や規範意識、社会的マナーなどが十分備わっ

ていない現状があることがうかがえます。 

                                 

＜宜野湾市の教育に関する意識・意向調査＞ 

 
 

 
 

教職員に対し宜野湾市の教育施策で特に力を入れてほしいのは何ですかという問いに対し

ては「確かな学力を身に付けるための教育内容の充実」とともに「家庭教育の支援」（図表

③）を望む回答が多くあります。自由意見の中でも、教職員が子どもたちの基礎的な生活習

慣の指導にエネルギーを費やすのではなく、家庭でのしつけなど家庭教育力を高めることに

159 

63 

45 

35 

33 
16 

4 

5 

規則正しい生活習慣 

子どもにとって安らぐ場を作ってあげること 

社会のルールを守ること 

お互いに思いやることや、命の大切さを身に付け… 

夢や生き方を考え、語り合うこと 

学校行事やＰＴＡ活動への参加 

子どもが主体的に使えるゆとりの時間の確保 

その他 

図表① 学校が家庭に求めるものは何ですか（２つ） 

（教職員） 

件数 

156 

96 

70 

62 

58 

49 

29 

4 

しつけや子育ての支援 

地域の人材や地域活動の情報提供 

地域活動への大人の参加 

学校と地域との交流や支援 

ＰＴＡや子ども会活動の拡大、協力 

伝統芸能の継承や地域の歴史や特色の発信 

子どもとお年寄りとの世代間交流 

その他 

図表② 学校が地域に求めるものは何ですか（３つ） 

（教職員） 

件数 
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より、学校では教師が子どもたち一人一人と向き合う時間を確保し、学力向上に専念できる

環境づくりを望む声が多くあります。 

家庭の教育力低下を招いている原因として、親の「関心の低さ」「社会性やマナーの低下」

「子どもの教育の仕方がわからないなど育児に関する悩みの広がり」などが指摘されていま

す。地域との関わりが薄れる中、親が身近な人から子育てを学んだり、助け合う機会の減少

などもあり、各家庭におけるしつけや教育のあり方を問い直す必要があります。今後は、子

どもや親の意識、ニーズを的確に把握し、家庭と地域が連携しながら、子どもの生活改善に

向けた取組を進める必要があります。 

 

 ＜宜野湾市の教育に関する意識・意向調査＞ 

 
 

全国的にみても子どもたちの放課後の過ごし方として、習い事や学習塾、学童クラブなど

で過ごす時間が増えているといわれており、地域で子どもたちが遊ぶ姿や大人とふれあう機

会が少なくなっています。宜野湾市教育に関する意識・意向調査でも、子ども会や公民館活

99 

86 

56 

49 

42 

39 

31 

25 

22 

20 

20 

13 

9 

7 

7 

6 

5 

2 

2 

1 

4 

家庭教育支援の充実 

確かな学力を身に付けるための教育内容の充実 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ等専門家を活用した教育相談体制の充実 

地域全体で子どもの学びを支援する取組の推進 

特別支援教育の充実 

豊かな心の育成を図るため、道徳教育や人権教育の… 

学校規模の適正化と耐震化対策を含む施設の充実 

教員や市職員の人事、研修を含めた資質能力向上の… 

ＩＣＴ（情報機器）の活用等による新たな学びの推進 

幼稚園教育の充実 

進学、就職等のキャリア教育の充実 

幼稚園・小学校・中学校が連携した教育の推進 

知の拠点となる市民図書館の充実 

外国語教育の充実 

地域の伝統文化や芸術にふれるための施設の充実と… 

学校・家庭・地域の連携による食育の充実 

社会人教育の機会提供と支援 

社会教育団体への支援 

地域スポーツの振興 

大学との連携強化 

その他 

図表③ 教育施策で今後特に力を入れて欲しいのは何ですか（３つ） 

（教職員） 

件数 
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動などの地域活動に「あまり参加していない（42％）」「全く参加していない（26.3％）」

など、地域活動に消極的な親や子どもたちの割合が高く（図表④）、近年の核家族化や多様

な家庭環境、価値観により地域との関わりが薄れてきています。 

子どもたちの豊かな体験活動や社会参加を推進するとともに、ひとり親家庭や共働き家庭

の子育てと仕事の両立を支援するなど、地域と連携した取組が必要です。 

 

 ＜宜野湾市の教育に関する意識・意向調査＞ 

 

また、子どもたちにより良い教育環境を提供するために、「家庭が地域に求めるものは何

ですか」という問いに対しては、「学校と地域との交流や支援」（図表⑤）が上位となって

います。家庭と学校、家庭と地域という枠を越えて、学校と地域とのつながりを望んでいる

ことがうかがえます。 

すべての家庭へ直接つながる学校を拠点として、保護者や地域住民、社会教育団体等、多

様な人々が集い、学び、協働していく環境づくりに取り組む必要があります。 

             

 ＜宜野湾市の教育に関する意識・意向調査＞ 

 

あまり参加して 

いない  

42.0% 

全く参加して 

いない 

26.3% 

まあまあ参加して

いる 

21.0% 

よく参加している   

10.4% 

無回答 

0.3% 

図表④ 子ども会や公民館活動などの地域活動に参加していますか 

（保護者） 

200 

158 

149 

148 

145 

91 

70 

6 

学校と地域との交流や支援 

地域の人材や地域活動の情報提供 

しつけや子育ての支援 

伝統芸能の継承や地域の歴史や特色の発信 

子どもとお年寄りとの世代間交流 

ＰＴＡや子ども会活動の拡大、協力 

地域活動への大人の参加 

その他 

図表⑤ 家庭が地域に求めるものは何ですか（３つ） 

（保護者） 

件数 
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４．学校教育の現状と課題                     

平成１９年度より実施されている全国学力･学習状況調査は、義務教育の機会均等とその水

準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握、分析し、学校におけ

る学習指導の充実や改善に役立てていくことを目的としています。沖縄県では、過去の調査

結果では全国平均との開きが大きく、「確かな学力」の定着が全県的な課題となりました。

平成26 年度の全国学力・学習状況調査等の結果では、小学校においては全国２４位と大幅

に躍進し、本市においても国語・算数共に目標とする全国平均に近づき、特に算数Ａにおい

ては全国平均よりも４．３％上回ってきています。総合平均でも年々全国平均へ近づいてき

ています。（平成25 年度-３．６％から平成26 年度-０．５％へ） 

しかしながら、中学校においては県平均には近づきつつあるも、依然全国との開きは大き

いといえます。（平成25 年度-１０．０％、平成26 年度-８．１％） 

 

＜全国学力・学習状況調査（小学校）＞ 

正答率推移（小学校）                   （％） 

 

対象/教科 

平成２５年度 平成２６年度 

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 

全国平均 62.7 49.4 77.2 58.4 72.9 55.5 78.1 58.2 

沖縄県平均 58.3 45.5 73.3 54.4 72.0 54.5 80.9 57.1 

宜野湾市平均 58.4 45.7 74.8 54.3 69.8 53.7 82.4 56.7 

全国との差 -4.3 -3.7 -2.4 -4.1 -3.1 -1.8 -4.3 -1.5 

＊平成２５年度・２６年度は悉皆調査 

 

 
 

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

国語A 国語B 算数A 算数B 国語A 国語B 算数A 算数B 

平成２５年度 平成２６年度 

全国との差 -4.3 -3.7 -2.4 -4.1 -3.1 -1.8 4.3 -1.5

全国と宜野湾市との差（小学校） 
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＜全国学力・学習状況調査（中学校）＞ 

正答率推移（中学校）               （％） 

 

対象/教科 

平成２５年度 平成２６年度 

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 

全国平均 76.4 67.4 63.7 41.5 79.4 51.0 67.4 59.8 

沖縄県平均 69.2 62.4 53.2 29.8 74.4 45.6 58.2 50.3 

宜野湾市平均 68.5 61.1 51.5 27.8 72.5 44.1 59.3 49.5 

全国との差 -7.9 -6.3 -12.2 -13.7 -6.9 -6.9 -8.1 -10.3 

＊平成２５年度・２６年度は悉皆調査 

 

 

 

また、本市の課題として「学校間（地域）差が大きい」こともあげられ、中学校区として

の学力向上推進への連携した取組が求められています。市教育委員会としても、各学校へ学

習支援員を派遣し、個別指導を行うなど、学習理解の遅れがちな児童生徒への「確かな学力」

の定着に向け、学校と連携した取組を行っていく必要があります。 

近年、学校現場からは、学習理解の遅れ気味の児童生徒の中に、発達障害などの特別支援

教育を必要とする子どもも含まれているのではないかとの意見がでています。学校から特別

支援教育支援員の派遣要望も増加しており、今後は国の予算も活用しながら支援員の大幅増

員につなげていく予定です。なお、特別支援教育支援員と学習支援員は役割が違うため、学

習面での個別対応にはまだ課題が残ると思われます。 

また、このような学習面での理解の遅れが学級での授業に興味を持てない、学校への登校

につながらないなど、不登校児童生徒の増加の一因になっているとも考えられます。平成25

年度の不登校児童生徒数は144 人（小学校28 人、中学校116 人）でしたが、平成26 年

度では、162 人（小学校18 人、中学校144 人）と、前年度より増加しています。市教育

委員会では学校と連携し、不登校の未然防止、早期対応に取り組んできましたが、学習理解

の遅れに限らず、不登校に至る原因が様々で、対応に苦慮している現状があります。しかし

-16.0

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

国語A 国語B 数学A 数学B 国語A 国語B 数学A 数学B 

平成２５年度 平成２６年度 

全国と 

の差 
-7.9 -6.3 -12. -13. -6.9 -6.9 -8.1 -10.

全国と宜野湾市との差（中学校） 
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ながら、昨年度は登校復帰に至った児童生徒が60 人（小学校３人、中学校５７人）もおり、

今後も青少年サポートセンターの学校支援員の活用、中学校区ごとに相談を行う学校支援相

談会の定期的開催など、学校、教育委員会、関係機関の連携を図りながら、一人一人の児童

生徒が楽しく学校生活を過ごせるよう、各種施策を進めていく必要があります。 

 

宜野湾市の教育に関する意識･意向調査によると、今後力を入れてほしい学校教育の内容と

して、教職員、保護者、社会教育関係団体等からは「教員がゆとりをもてるよう、教員の数

を増やすことや、事務の改善をすること」があげられています。教職員が多忙化しており、

教材研究の時間、子どもと向き合う時間が少なくなってきているのではと、保護者、市民も

学校現場の現状を不安視していることがうかがえます。学習理解の遅れ、不登校問題に早急

に結びつけることはできませんが、個別の学習指導、登校支援に対する学校職員の負担軽減

対策が急務となっています。 

その他にも「社会の変化やニーズに合わせて教育内容を改善すること」や「教員の資質を

向上させること」、「地域が学校運営に参画できる仕組みづくりを進めること」も望まれて

います。 

宜野湾市では「創造性･国際性に富む人材の育成」を目標に、平成１６年度から英語教育特

区の認定を受け、英語教育に力を入れており、（平成２１年度以降、小学校英語教育課程特

例校事業として継続）保護者アンケートの結果からも「将来英語は必要になってくると思う

ので、このまま継続してほしい」等、評価されています。今後は英語教育だけではなく、Ｉ

ＣＴを活用した教育（情報教育）、職業観を早い時期から育てていくキャリア形成教育など、

時代に即した教育の推進が求められています。 
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＜宜野湾市の教育に関する意識・意向調査＞ 

  
 

  

  

169 

40 

40 

32 

32 

31 

18 

7 

22 

教員がゆとりをもてるよう、教員の数を増やす… 

教員の資質を向上させること 

社会の変化やニーズに合わせて教育内容を改善… 

耐震化を含む学校施設の整備をすること 

大規模校を解消し、適正規模化を図ること 

保護者に教育にかかる費用の負担を軽減すること 

地域が学校運営に参画できる仕組みづくりを推… 

特色ある学校づくりをすすめること 

その他 

件数 

264 

161 

136 

120 

84 

71 

71 

56 

19 

教員がゆとりをもてるよう、教員の数を増やす… 

社会の変化やニーズに合わせて教育内容を改善… 

教員の資質を向上させること 

保護者の教育にかかる費用の負担を軽減すること 

特色ある学校づくりをすすめること 

地域が学校運営に参画できる仕組みづくりを推… 

大規模校を解消し、適正規模化を図ること 

耐震化を含む学施施設の整備をすること 

その他 

学校教育行政について今後特に力を入れて欲しいことは何ですか（3つ） 

（保護者） 

件数 

23 

17 

17 

16 

15 

13 

12 

3 

教員がゆとりをもてるよう、教員の数を増やす… 

教員の資質を向上させること 

地域が学校運営に参画できる仕組みづくりを推… 

特色ある学校づくりをすすめること 

社会の変化やニーズに合わせて教育内容を改善… 

大規模校を解消し、適正規模化を図ること 

保護者の教育にかかる費用の負担を軽減すること 

耐震化を含む学施施設の整備をすること 

学校教育行政について今後特に力を入れて欲しいことは何ですか（３つ） 

（社会教育関係団体等） 

件数 

学校教育行政について今後特に力を入れて欲しいことはなんですか（３つ） 

（教職員） 
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５．社会教育の現状と課題                       

  これまで「宜野湾市生涯学習推進計画」（計画期間：平成22 年～29 年）に定める３つ

の基本方針、１．生涯学習の基盤づくり（利用しやすい施設づくり・情報発信）２．ライ

フステージに対応した学習支援（学びの場の提供）３．生涯学習をささえ活かす仕組みづ

くり（人づくり・活躍の場づくり）に基づいて、各種施策に取り組んできました。毎年実

施している事業の「点検・評価」結果も踏まえ、次のような現状と課題が挙げられます。 

 

  中央公民館で開催している講座や教室については、参加者も多く、講座等終了後には関

連するサークルへの加入や新規サークルを立ち上げるなど活動も盛んであるが、依然とし

て内容は趣味教養的なものが多く、職業知識や地域福祉、環境問題等、地域課題に関する

講座が少ない状況です。また趣味教養的講座であっても、一部に社会参加に結びつく内容

を組み込むなどの工夫が必要です。今後は、時代や市民ニーズにあった学習内容を的確に

把握し提供していくとともに、身につけた知識や技能を学校や地域へ活用できるような仕

組みづくりを確立していくため、関係部局や学校、ＮＰＯ団体等、関係機関との積極的な

ネットワークづくりが求められています。 

  

一部の社会教育関係団体等の会員減少や組織力の低下があります。婦人会については行

政や地域イベントへのボランティア活動も多く、負担が大きいことや、女性の社会進出が

進み活動の余裕がないことも要因に挙げられます。 

また以前は婦人会をとおして趣味的活動が展開されていましたが、近年は、趣味の多様

化や活動の場も民間を含め選択肢が増えてきている状況があり、会員減少は全国的な流れ

となっています。 

市青年連合会では、「宜野湾市青年エイサーまつり」の開催や、成人式での協力など継

続した活動が行われていますが、地域の青年会では、対象年齢である若い世代が進学や就

職などにより地元を離れたり、価値観の多様化による青年会の求心力の低下もうかがえま

す。 

今後は、根本的な課題について議論をし、組織の役割や今後の方向性を検討する中で、

活動や運営に関する相談や支援を行う必要があります。 

 

知の拠点施設である市民図書館については、利用者がわずかではあるが減少傾向にあり

ます。社会全体の課題である少子高齢化による影響もさることながら、これまで宜野湾市

が実施してきた図書館未設置の近隣町村住民を対象とした広域利用サービスが、図書館整
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備が進められたこともあり事業を終了しています。そのことによる若干の利用者減少があ

ります。 

また、インターネットの普及により、個人がいつでも、どこでも、様々な情報を簡単に

得ることができる環境が広がったことも一因にあると考えられます。しかしながら依然と

して紙の本のニーズはまだまだ高い状況にあると言えます。 

  地域や個々人によって図書館に求めるものは違いますが、今後は各種団体とタイアップ

した展示会やイベントの企画、時代にあわせたサービスの提供など、図書館が何を提供し

たいかという視点から、利用者側が何を求めているのかという視点に立ったサービスの提

供を検討していくことが必要です。 

   

  市立博物館は開館から15 年を迎え、利用者数も着実に伸びています。市民講座や企画

展の開催、市内の小学校5、６年生を対象とした、宜野湾地域を中心とする自然や文化に

ふれる体験活動をとおして、子どもたち同士が学び、交流を図る「わらば～体験じゅく」

の実施など、子どもから大人まで、様々な人たちが宜野湾市の特色や魅力にふれ、理解を

深める機会を積極的に提供してきました。 

また、宜野湾市には、生誕が羽衣伝説として残る琉球繁栄の基礎を築いた中山王「察度」

や、民俗学者の「佐喜真興英」、平和祈念像を制作した彫刻家であり画家である「山田真

山」など大きな功績を残した偉人がいます。我がふるさとの偉人の生き方と、その功績を

学ぶ機会を提供し、地域の方々が語り継いでいく取組を推進するとともに、文化財ガイド

の育成や博物館友の会への支援を通して、市民が主体的にまちづくりに関わっていけるよ

う、市民参画の仕組みづくりに取り組んでいくことが必要です。 

 

  市民のスポーツ、レクリエーション活動の推進については、市民が生涯にわたり主体的

にスポーツに親しむことのできる生涯学習スポーツ社会を実現することが重要です。 

これまで市教育委員会では、健康維持や生活習慣病を予防するための健康教室を中心に

多様な教室を実施するとともに、自治公民館や市内の小中学校へスポーツ推進員を派遣し

スポーツ・レクリエーションの普及、指導を行ってきました。 

しかし、近年は行政主導型システムを見直す動きが活発になっています。個々人の自由

時間を市民一人一人が主体的に活用し、それぞれのライフステージにおいて継続的にスポ

ーツに親しむ主体性の確立が求められています。これまで学校や、スポーツ団体、行政に

多くを依存してきたシステムを、市民一人一人がスポーツ文化をそれぞれの地域の中でど

のように育て、日常生活の中で定着させていくかを支援するシステムに転換していくこと 
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が求められています。そのためには地域住民が主体的に運営する「総合型地域

スポーツクラブ」の育成を積極的に進めていく必要があります。 

 

       これらのことから地域の課題解決を図るためには、地域住民が参加から参画

する時代にきています。地域活動の企画・運営に携わる人材の固定化が見られ

る中、地域の人材を地域で育て活かすことが必要であることから、人材の掘り

起しや地域を支える人材を育成するシステムづくりが急務と言えます。     
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第３章 計画の基本的な考え方（総論）                                          

１．計画の基本理念                         

 

  「基本理念」は、平成28 年度から平成32 年度までの５年間に推進する本市教育の基

本的な考え方と目指すべき姿を示したものです。  

 

 

 

 

 

 

 

   国の第2 期教育振興基本計画のコンセプトとして「今、我が国に求められているもの

は、自立・協働・創造に向けた一人一人の主体的な学びである」とされています。宜野

湾市の教育においても、この「自立」「協働」「創造」を基軸とした教育施策を推進し

ていきます。 

 

本市には３つの高等学校や、近隣も含めた３つの大学、専門学校やコンベンションセ

ンターが立地し、多様な人が行き来する国際性豊かなまちです。将来都市像は「市民が

主役の「ねたて」の都市
ま ち

・ぎのわん」を掲げ、限りない発展を秘めた沖縄県の中核とし

てのまちづくりを進めてきました。 

このような多くの高等教育機関を身近に感じ、これら機関と連携、協力して様々な教

育活動を推進していくことのできる教育的優位性を活かしながら、本計画では、子ども

たちが自ら学び、自ら考えるなど、知・徳・体の調和のとれた力「生きる力」を基本と

しつつ、その理念をさらに発展させ、社会を構成し運営するとともに、自立した一人の

人間として力強く生きていくための総合的な力「人間力」を高めていきます。その中で、

モデルとなる大人が社会でどのように生き、何が必要とされているのかを見せることに

よって学ぶことの意義を子どもたちに伝えるような環境づくりが大切です。 

学校・家庭・地域が学びや活動をとおして、つながり、支え合いながら成長すること

により、「人間力」を高め、夢の実現に向けて未来を切り拓くことのできる人材、そし

て地域から世界につながり活躍できる人材の育成を目指します。 
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２．計画の基本方向                                                                                  

 基本理念を踏まえつつ、以下に本計画の３つの基本方向を示します。 

 

 
  

本計画では「学び」と「つながり」を視点に各施策を推進していきます。 

•宜野湾市の教育の中心には子どもたちがいます。未来を生きる子ど

もたち誰もが自立した一人の人間として夢に向かって力強く生きてい

くとともに、社会の一員として役割を果たすことができる「未来を担

う人間力」を身に付けることは大切です。 自らが主体的に課題を解決

できる知・徳・体の調和のとれた「生きる力」の育成を目指します。 

（１）生きる力を育む 

   ”ひとづくり” 

 

• 子どもたちのまわりには学校があります。子どもたちだけではな

く、その成長を支える保護者や地域の人たちも学校を支援しながら、

学びや生きがいづくりにつなげていきます。また、全ての教師が教育

の専門家として成長できるよう支援し、学校に関わる人たちが交流や

活動をとおして連携、協力することにより地域に開かれた魅力ある学

校づくりを目指します。 

（２）学校に関わる人たちが活動を 

   とおしてつながる  

   ”学校づくり”  

•  

•大人自身も教養や趣味の世界を広げ、豊かな学びと人間性を培える

よう市民へ学習機会の提供をしてくとともに、市民が地域社会とつな

がるための多様な社会参加の場を創りだし、活動をとおした人材育成

を推進し、地域へ還元していく仕組みづくりに取り組みます。大人も

子どもも地域を知り、つながり、学び、行動していくこと、そして今

を生きる人たちとつながるだけでなく、未来へつながるまちづくりを

目指します。 

（３）地域が学びをとおしてつながる 

   ”まちづくり” 



第３章 計画の基本的な考え方（総論） 

 

21 

 

3．計画の基本目標                          

 

 

 

子どもたちが社会の様々なことに興味・関心をもって自らすすんで学習に取り組むとと

もに、学びによって得た知識・技能を活用する力と、他者と協働するためのコミュニケー

ション力・語学力、異文化に対する理解や日本人としてのアイデンティティを培っていく

など、グローバル化を見通した人材育成は重要な視点です。子どたちが体験活動をとおし

て学ぶ楽しさを感じたり、自立心を培うなど、意欲の向上につなげる取組を推進します。 

また、子どもたち一人一人が自らの将来について夢や希望を持つことは、学ぶ意義を認

識したり学習意欲の向上、学習習慣の定着につながることから、子どもたちの視野を将来

にまで広げ、サポートしていくためキャリア形成教育の充実を図り、生涯にわたって学び

続ける姿勢を身につける教育活動を進めます。 

 

 

 

 

自他の違いを認め、年齢の違う人、障がいを持った人、外国人など異なる文化や価値観

を持った人たちと共に生きるための豊かな心や、社会の一員としての規範意識など、社会

性を育む教育活動に取り組むとともに、いじめや不登校、児童生徒の問題行動の未然防止、

早期対応を行うため教育相談体制の充実を図ります。 

また、たくましく生きるための健やかな体を育む教育を進めるとともに、学校給食を通

して正しい食生活への理解と望ましい食習慣の形成を図るよう食育への取組を推進します。 

 

 

 

 

子どもたちを取り巻く環境は、情報化、価値観の多様化も含めてどんどん変化してお

り、学校は、これまで以上に様々な課題を抱えていることから、学校が地域の力を借り

て学校づくりをしていくことが必要になっています。保護者や地域の方々に学校教育活

動に関する情報の積極的な発信に努めるとともに、学校が必要とする活動について、地

域人材をボランティアとして派遣する組織である「学校支援地域本部」を充実させ、地

基本目標１．確かな学力の向上 

基本目標２．豊かな心・健やかな体の育成 

基本目標３．地域と連携した教育活動の充実 
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域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進することにより教職員をサポートしてい

きます。 

また、地域住民、社会教育関係団体、ＮＰＯ、大学生など様々な人材を活用しながら、

学校や公民館等、子どもの身近な場所で体験や交流活動、学習支援を行うなど地域ぐる

みで子どもを育成する体制づくりに取り組むと同時に学校支援活動を通して、地域の大

人の学びや自己実現、生きがいづくりに資するとともに、学校と地域、地域と地域をつ

なぐ取組を推進します。 

 

 

 

学校の教育力とは、教職員の実践的指導力といっても過言ではありません。様々な研

修プログラムの設定、近隣大学や地域内外の多様な人々との協働実践を図りながら、校

内研修の充実に努めます。 

また、電子黒板、タブレットＰＣやデジタル教科書等のＩＣＴを活用した授業の活性

化を図ることにより、子どもたちへ、より細かな指導と効果的な授業が展開できるよう、

教職員のＩＣＴ活用指導力向上に努め、授業力の向上を図ります。 

様々な教育課題については、教職員の研究活動への参加促進を図り、課題解決に向け

た意欲的な取組を支援し、成果を広げながら、教職員の人材育成に努めます。 

 

 

 

 

安全・安心な教育環境を確保することにより、学校の教育力が高められます。子ども

たちが事故や犯罪、自然災害などに巻き込まれないよう通学路や施設の安全点検を実施

するなど地域、関係機関と連携して子どもの安全確保と見守り活動を推進していきます。 

施設などのハード面では、学校施設の耐震化、老朽化対策を進め、学校施設環境の充

実を図りながら、地域施設としての学校の役割を考慮し、防災拠点としての機能の充実

を図る取組を推進します。 

学習教材等の面では、各学校へ電子黒板、タブレットＰＣやデジタル教科書等の導入

を進め「わかる授業」の展開と活性化を図ります。また校務用コンピュータの整備、活

用の充実に努め教職員の授業の準備や校務事務の効率化を図ることにより、子どもに向

き合う時間を確保し、子ども一人一人の能力が伸ばせるようＩＣＴ環境の整備を積極的

に進めていきます。 

基本目標４．教職員の指導力の向上 

基本目標５．教育環境の充実 
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学校図書館については、児童生徒の読書活動の充実と学習支援に向けて学校間や市民図

書館との連携・協力体制を強化した取組を進めます。 

   多忙を極める教職員の労働環境の充実に向けては、部活動や行事のあり方の見直し、校 

務事務の効率化、学習支援員やボランティアなどの外部人材を積極的に活用し、教職員の

多忙化解消に努めます。 

また、社会問題となっている教職員の心因性による休職者の増加については、産業医や

臨床心理士等、専門家を活用したメンタルヘルス対策に努め、教職員の健康保持、増進に

関する取組を推進します。 

 

 

 

市民一人一人が豊かな人生を過ごしていくためには、生涯をとおして自ら学び深めてい

くことが大切です。豊かな学びを創るため、市民図書館や中央公民館など学びの拠点施設

を中心とした学習支援や芸術文化、スポーツ・レクリエーション活動を推進していきます。 

また、家庭環境の多様化、地域社会の変化にともない、家庭が抱える様々な課題の解決

に向けて、親と子の育ちを支援する学習機会の提供や地域と協力して子どもの望ましい生

活習慣の定着を図るなど、家庭の教育力向上に向けた支援体制の充実を図ります。宜野湾

市では大人と子どもが共に学び、学びを広げることにより地域のつながりを築いていきま

す。そして地域の子どもたちを地域に貢献する人材に育てることにより次の世代を育成す

る世代間循環サイクルを構築していきます。  

また、学びをとおした自己実現の支援とともに学習成果を地域社会や学校教育に還元で

きる地域のキーパーソンを育成するため、市民大学の開校を目指した取組を進めるととも

に、近隣の高等学校や大学等との連携をとおした教育活動の充実に取り組みます。 

 

 

 

 

グローバル化の進展にともない人、モノ、情報が行き交い多様な交流が活発化していく中、

郷土に誇りと愛着を持ち、地域とのつながりを大切にしながら国際社会に羽ばたく人材を育

成するため、学校の教育課程において郷土学習の実践を進めるなど、郷土の自然、歴史や文

化、偉人などに学び親しむ環境づくりを進めるとともに、将来的に貴重となる公文書や地域

の歴史、文化に関する地域資料を積極的に収集、保存する取組を推進します。 

また、文化財ガイド等の育成に努め、地域資源や人材を活用したまちづくりを推進します。 

基本目標６．生涯をとおした学びの推進 

基本目標7．郷土を学びつなぐ環境の充実 
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４．施策体系                                                       

 

理念 （頁）

① 幼児教育の充実 25

② わかる授業の構築　 26

③ 特別支援教育の充実 29

④ 外国語教育を含めた国際理解教育の充実 30

⑤ キャリア形成教育の推進 32

⑥ 体験活動や読書活動の推進 33

⑦ 人権教育の推進 35

⑧ 道徳教育の推進 36

⑨ 健やかな体づくりの推進 37

⑩ 食育の推進 38

⑪ 教育相談・支援体制の推進 39

い
、

⑫ 学校支援地域本部を中核とした学校支援の推進 41

⑬ 子どもの居場所づくりの推進 42

⑭ 青少年支援ネットワークの構築 43

⑮ 階層別教職員研修等の充実 45

⑯ 大学と連携した校内研修の充実 46

⑰ ＩＣＴを活用した授業力の向上 47

⑱ 教員の教育研究活動の推進 48

⑲ 学校のＩＣＴ化の推進 49

⑳ 学校図書館機能の充実 50

㉑ 学校等施設・設備の充実　　 52

㉒ 子どもの安全・安心の確保　 53

㉓ 教職員の労働環境の充実 54

㉔ 中央公民館を拠点とした学習支援の推進 55

㉕ 市民図書館を中心とした学習環境の充実と基盤整備 56

㉖ 学習成果を地域活動につなぐ仕組みづくり 58

㉗ 家庭教育支援の充実 59

㉘ 芸術文化活動の推進 60

㉙ スポーツ・レクリエーション活動の推進 62

㉚ 地域活動団体への支援 63

㉛ 地域を支える人材の育成と基盤整備 64

㉜ 伝統文化、伝統芸能の継承・発展 65

㉝ 文化財の保存整備等の推進 66

㉞ 歴史を活かしたまちづくりの推進 66

㉟ 博物館を拠点とした歴史・文化の保存活用の充実 67

㊱ 文化関係団体等への活動支援と人材育成 68

㊲ 郷土学習の推進 70

育

成

基本方向を支える
環境整備

６．生涯をとおした
　　学びの推進

３．地域と連携した
　　教育活動の充実

拓

く

人

材

の

未

来

を

切

り

　　基本方向 基本目標 　　基本施策

１．確かな学力の向上

71

学

２．豊かな心・健やかな
　　体の育成び

合

７．郷土を学びつなぐ
 　  環境の充実

教育制度の改革と推進体制の強化㊳

４．教職員の指導力の
　　向上

５．教育環境の充実

生きる力を

育む

"ひとづくり"

学校に関わる

人たちが

活動をとおし

てつながる

"学校づくり"

地域が

学びをとおし

てつながる

"まちづくり"
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第４章  施策の展開（各論）                  

基本目標１．確かな学力の向上 

 

 

 

                                                                                                                                      

 【【き 

 

 

 

 

 

 

保幼小の連携強化による切れ目のない支援に取り組みます。          （指導課） 

 □幼稚園と小学校の連携、幼稚園と保育所の連携体制を構築し、幼児期における学びの基

礎力を育むとともに、小学校教育への円滑な接続が図られるよう支援していきます。 

 □幼稚園と保育所職員の合同研修の促進や、幼稚園教諭免許と保育士資格の併有職員の人

事交流を推進していきます。 

 

２年保育の拡充と３年保育の推進をしていきます。              （指導課）              

□４～５歳児を対象とした２年保育は全園で実施しています。今後は4 歳児学級に入園を

希望する方が多い地域については学級増を実施していきます。 

１．確かな学力の
向上 

①幼児教育の充実 

②わかる授業の構築 

③特別支援教育の充実 

④外国語教育を含めた国際理解教育の充実 

⑤キャリア形成教育の推進 

⑥体験活動や読書活動の推進 

【基本的考え方】 

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要な時期であり、義務教育及

びその後の学校教育全体の生活や学習基盤の育成につながることから、幼児教育と保育

の充実を図ることは非常に大切です。全ての児童に良質な教育及び保育を提供し、生涯

教育の基礎を確立するため、幼保一元化に向けた取組を推進します。 

（学校教育法における幼児教育の対象は、満３歳から小学校就学前迄とされている） 

 

 

 

 

基本施策① 幼児教育の充実 
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□対象を３歳児まで引き下げた3 年保育（３～5 歳児）について段階的に推進をしていき

ます。     

 

多様な子育て支援サービスの充実を図ります。                  （ 指導課 ）            

□保護者の就労や、やむを得ない事由により午後の保育が必要な園児に対し実施している

預かり保育について保育時間延長や対象児の拡充等を検討していきます。 

□未就園児の親子へ、幼稚園施設を開放し、子育ての情報交換や交流の場として施設を提

供し、教育相談等、地域の子育て支援の充実を図ります。 

 

◎成果指標（基本施策① 幼児教育の充実） 

指標名 

指標の説明 
現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

預かり保育の 

充実 

 

・定員撤廃 

・４歳児の 

短期預り

保育実施 

 
    

3 年保育の推進 

（3～5 歳児） 

２年保育 

（全園実施） 
   

 
 

 

       
 

 

                                                                                                                          

  

 

 

「確かな学力」を身につけるよう児童生徒の学習を支援をします    （指導課） 

 

 

 

「確かな学力」を身につけるよう児童生徒の学習を支援します。        （指導課） 

 □「わかる」「できる」「仲間と学び合える」などに支えられた児童生徒の学ぶ意欲を重視した

指導方法、学習形態の工夫に取り組みます。 

【基本的考え方】 

学校教育においては、児童生徒に主体的に学習に参加する態度を育み、基礎的・基本

的な知識及び技能の習得及びこれらを活用して課題を見いだし、解決するために必要な

思考力・判断力・表現力等の能力を身に付けさせることが重要です。そのために、各学

校が児童生徒の発達段階や実態を踏まえ、学校の自主創造を生かした特色ある教育、特

色ある学校づくりを推進できるよう支援します。 

・保育時間の延長 

・預かり保育の拡充（４～５歳児） 

 

４ 

 

 

３年保育の推進 

基本施策② わかる授業の構築  
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□学習支援員を小・中学校全校に配置するとともに、大学生による学習支援ボランティア

を活用するなどして、学習に遅れをとっている児童生徒に対し学習をサポートしていき

ます。 

 

宜野湾市学力向上推進計画「はごろも夢プランⅢ」に取り組みます。      （指導課）                    

□「学びのたすき」を重視し、各学年における発達の段階を考慮しながら学力向上を計画的

に実践します。 

□幼稚園・小学校・中学校の連携を重点課題に位置付け、学校・家庭・地域が各中学校区で

協働体制を構築し、学力の向上に取り組みます。 

 

◎成果指標（基本施策③ わかる授業の構築）     『全国学力・学習状況調査結果を基に』 

指標名 

指標の説明 
現状 H28年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

○小学校 

正答率の総合平均値

の全国との差 

-0.5 ±0 ±0 +3.0 +3.0 +5.0 

○中学校 

正答率の総合平均値

の全国との差 

-8.0 -5.0 -5.0 -3.0 -3.0 ±0 

※全国学力・学習状況調査は、小学校６年生、中学校３年生で実施されており、それぞれの校種の最終

学年での調査結果を成果指標とする。 

なお、宜野湾市学力向上推進計画「はごろも夢プランⅢ」では、「平成29 年度までに市の学力を全

国水準まで高める」としている。中学校については平成２９年度までに県平均まで近づけていきます。 

 

参考 『平成26 年度 小中学校全国学力・学習状況調査結果』から抜粋 

（小学校学力） 

（正答率） 国語A 国語B 算数A 算数B 総合平均 

全国平均（％） 72.9 55.5 78.1 58.2 66.2 

沖縄県平均（％） 72.0 54.5 80.9 57.1 66.1 

宜野湾市平均（％） 69.8 53.7 82.4 56.7 65.7 

全国と市との差 -3.1 -1.8 4.3 -1.5 -0.5 
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（中学校学力）                           （％） 

（正答率） 国語A 国語B 数学A 数学B 総合平均 

全国平均（％） 79.4 51.0 67.4 59.8 64.4 

沖縄県平均（％） 74.4 45.6 58.2 50.3 57.1 

宜野湾市平均（％） 72.5 44.1 59.3 49.5 56.4 

全国と市との差 -6.9 -6.9 -8.1 -10.3 -8.0 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

（小学校児童質問票）から抜粋 （％）

1 2

3時間以上
2時間以上
3時間未満

学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日当たり 宜野湾市 8.8        16.5      

どれくらいの時間，勉強をしますか 全国 11.2      14.6      

（％）

1 2

している
どちらか
といえば
している

家で，学校の宿題をしていますか 宜野湾市 77.6      16.0      

全国 86.0      10.5      

質問

質問

質　問　事　項

14

22

質　問　事　項

（中学校生徒質問票）から抜粋 （％）

1 2

3時間以上
2時間以上
3時間未満

学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日当たり 宜野湾市 10.0      24.9      

どれくらいの時間，勉強をしますか 全国 10.4      24.7      

（％）

1 2

している
どちらか
といえば
している

家で，学校の授業の宿題をしていますか 宜野湾市 56.5      25.0      

全国 63.7      24.5      
22

質　問　事　項質問

14

質問 質　問　事　項
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特別支援教育支援員を派遣し、特別支援教育の充実を図ります。        （指導課） 

□幼稚園、小・中学校からの申請に応じて、子どもたちの支援者として特別支援教育支 

援員を派遣します。 

□近隣大学の大学生による特別支援教育ボランティアを積極的に活用していきます。 

□特別支援教育支援員の支援が必要な子どもたちの個別の支援計画書を作成し、きめ細か

な支援を行います。 

 

組織的な指導及び支援の充実を図ります。                  （指導課） 

□各小学校・中学校、幼稚園から教諭１名を特別支援教育コーディネーターとして選任し、 

中学校区ごとの連絡協議会をとおして、幼・小・中のスムーズな連携を図っていきます。 

□特別支援教育推進協議会（特別支援教育プロジェクト会議）を設置し、学校、福祉関係

部局等と連携しながら、市特別支援教育の方向性を協議するとともに、取組の評価を行

います。 

□発達障害等、特別な支援を必要とする子どもたちへの理解と適切な対応を図るため、特

別支援教育支援員や特別支援教育コーディネーターを対象とした研修会を実施し資質向

上に努めます。 

 

 

 

 

 
 

 

【基本的考え方】 

障がいのある幼児や児童生徒、通常の学級に在籍する教育上特別な支援を必要とする

幼児児童生徒への理解と認識を図り、子どもたち一人一人の教育的ニーズを的確に把握

し、持てる力を高め、自立や社会参加を目指した学校生活が送れるよう支援体制を充実

させます。また、中学校卒業までの一貫した指導・支援が行えるよう幼稚園、小中学校、

関係機関と連携した、きめ細かな取組を推進します。 

基本施策③ 特別支援教育の充実  
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◎成果指標（基本施策② 特別支援教育の充実） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

特別支援教育に対す

る満足度(学校評価) 

― 60％ 65％ 70％ 75％ 80％ 

特別支援を必要とす

る子どもの支援計画

書の作成率 

― 80％ 100％    

特別支援教育コーデ

ィネーター連絡協議

会開催数 

年２回 学期１回 

以上 

    

特別支援教育支援

員・特別支援教育コー

ディネーター研修会

の実施数 

年１回 

支援員

のみ 

年１回 

以上 

    

 

 

 

 

 

                                                                                 

【【き 

 

 

 

 

 

小中一貫した英語教育の充実に取り組みます。                    （指導課） 

□平成１６年度から英語教育特区の認定を受け、小学校の授業に「英語科」を新設し、平

成２１年度以降は当該事業を英語教育課程特例校事業と継続し、平成３３年度まで小学

校と中学校の連続性を踏まえた授業の充実を図ります。    

□小学校５年生、６年生の全児童を対象に児童英検を実施します。 

□中学生を対象に英語検定試験料の半額助成を実施します。 

【基本的考え方】 

グローバル化が加速する中で、豊かな語学力、主体性や積極性、異文化理解とコミュ

ニケーション能力を身に付けて、世界を舞台に活躍できるグローバル人材を育てていく

ことが重要であり、市では平成16 年度から英語教育特区の認定を受け、英語教育に力

を入れてきました。小学校の段階から国際理解教育と英語力の向上を目指し、小中一貫

した系統的な教育を進めます。 

基本施策④ 外国語教育を含めた国際理解教育の充実  
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異文化理解と実践的コミュニケーション能力の向上に取り組みます。          （指導課）                    

□小学校ではＪＴＥ（日本人英語指導員）とＡＬＴ（外国語指導助手）を、中学校では 

ＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、コミュニケーションスキルの向上を図ります。 

 □近隣の大学や国際交流関連機関と連携して留学生との交流を行うなど、地

域性を生かした国際理解教育に取り組みます。 

□中学生を対象に英語でスピーチを行うストーリーコンテストを開催しま

す。 

□ストーリーコンテスト上位入賞者を含めた 10 名に海外短期留学の機会提

供を継続して実施していきます。 

 

◎成果指標（基本施策④ 外国語教育を含めた国際理解教育の推進） 

指標名 

指標の説明 

現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

○児童英検の正答率 

＊受検率100％ 

 

 

ブロンズコース 

 

シルバーコース 

 

 

 

 

85 点 

 

80 点 

 

 

 

 

85 点以上 

 

80 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 点以上 

 

82 点 

 

 

 

 

88 点以上 

 

 

 

 

 

 

90 点以上 

 

85 点 

 

 

○英語検定受験率 

＊複数受検含む 

○うち３級以上の 

 受験率 

 

○５級合格率 

 

 

 

40％ 

 

58％ 

 

 

86％ 

 

 

4５％ 

 

60％ 

 

 

85％ 

 

 

 

 

 

 

 

90％ 

 

 

47％ 

 

 

 

 

 

 

 

50％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊英語検定レベル・・（５級）中学１年生程度、（３級）中学卒業程度 

 

 

 

小学校５年生 

小学校６年生 

中学生 
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 【【き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア形成教育の視点を踏まえた授業づくりを推進します。       （ 指導課）     

□児童生徒の発達段階に応じた組織的・計画的・継続的なキャリア形成教育が実践できる

よう具体的な活動計画を立てるよう取り組みます。   

□幼稚園では、友達と一緒に活動する楽しさ、自分のことは自分でできる取組、ものごと

を最後までやり遂げ、そして喜びを感じるような援助の工夫に努めます。 

□小学校６年生で１日間の職場見学、中学２年生で３日間の職場体験学習（キャリアスタ

ートウィーク）を実施し、望ましい職業観、勤労観の育成を図ります。 

□幼稚園、小・中学校において地域人材を活用した各種講演会を開催していきます。 

□キャリア教育コーディネーターを活用した教育活動の充実に取り組みます。 

 

◎成果指標（基本施策⑤ キャリア形成教育の推進） 

指標名 

指標の説明 

現状値 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

地域人材を活用し

た講演会開催数 

各学校 

１回程度 

各学校 

１回以上 

    

 

 

 

 

 

【基本的考え方】 

将来にわたる自己実現を目指したキャリア形成教育では、幼児期・小学校段階では、

社会的・職業的自立に係る基盤形成の時期、中学校段階では、現実的探索と暫定的選択

の時期ととらえ、幼児児童生徒一人一人に夢や希望を持たせ、学ぶ意欲の向上を図り、

「生きる力」を育成します。 

  また、キャリア形成教育の一環として、望ましい勤労観・職業観を育むため職場見学、

職場体験学習、就業体験等を実施し幼児児童生徒の発達の段階に応じた体験活動に取り

組み、これらを推進する上で、地域・関係機関との連携強化を図っていきます。 

基本施策⑤ キャリア形成教育の推進   
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 【【き 

 

 

 

 

 

 

体験活動の充実を図ります。                        （指導課） 

□集団宿泊学習を通じて、自主性や自立心、協働等、社会生活上の望ましい態度や実践力  

 を育成します。 

 

子どもの読書活動の充実を図ります。             （指導課・生涯学習課） 

□学力向上推進計画、子ども読書活動推進計画に基づき、奨励図書等を掲示するなどして

読書の量的、質的向上を図ります。 

□学校司書の指導のもと、資料の利用の仕方を習得させ、総合的な学習の時間を中心に調

べ学習の充実を図ります。 

□先生やお友達が薦める本のコーナーを設置し読書意欲を高める工夫に努めます。 

□学校の朝の時間を活用して保護者や地域の方による「読み聞かせ」を行うなど、家庭・

地域と連携した読書活動を推進します。 

□家庭での読書活動を推進するため、ファミリー読書の充実を図ります。 

 

◎成果指標（基本施策⑥ 体験活動や読書活動の推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

読書冊数 

（年間個人） 

・小学校低学年 

中学年 

高学年 

・中学校 

 

 

110冊 

100冊  

 90 冊 

 35 冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 冊以上、 

105 冊以上、  

95 冊以上 

40 冊以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 冊以上、 

110 冊以上、  

100 冊以上 

45 冊以上 

 

 

 

  

 

 

 

 

【基本的考え方】 

健やかな青少年を育成するために、学校・家庭・地域社会が連携しながら、社会奉仕

体験活動や自然体験活動の充実を図り、青少年の自己の確立と社会の一員としての成長

を支援していきます。また、豊かな読書活動を推進し、望ましい読書習慣を身に付けて

いきます。 

 

 

 

基本施策⑥ 体験活動や読書活動の推進  
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指標名 

指標の説明 

現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

学校図書館 

貸出冊数 

・小学校低学年 

    中学年 

 高学年 

 

・中学校 

 

 

 

236 冊 

161 冊  

111 冊 

 

34 冊 

 

 

240 冊以上 

165 冊以上 

115 冊以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 冊以上 

 

 

245 冊以上 

170 冊以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 冊以上 
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基本目標２．豊かな心・健やかな体の育成 

 

 
 

 

                                                                                                                         

 【【き 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園、小・中学校で人権教育の推進を図ります。              （指導課）  

□学校ごとに「人権の日」を設定し、毎月のテーマに沿った人権教育を実施していきます。 

□掲示物の活用等、多様な場・機会を通して人権教育について取り組みます 

□学校教育活動での多様な場において、男女平等意識の普及や啓発に取り組みます。 

 

実践力を身につけられる人権教育を推進します。              （指導課） 

 □全ての教科や総合的な学習の時間等をとおして人権に関する知識と具体的な態度や行

動につながる実践力を身につけるよう育成していきます。 

□人権擁護委員を活用して幼稚園、小・中学校で人権についての授業、人権教育について

の講話を行います。 

 

２．豊かな心・健やかな
体の育成 

⑦人権教育の推進 

⑧道徳教育の推進 

⑨健やかな体づくりの推進 

⑩食育の推進 

⑪教育相談、支援体制の推進 

【基本的考え方】 

人権教育は、自他の生命・人格を尊重すること、互いの個性を認め合う共生の心や他

人を思いやる心、正義感や公正さを重んじる心など、豊かな人間性を育むことを目指し

て行うことが大切であり、そのため幼稚園や小・中学校においては、人権尊重の考え方

や共生の心について園児・児童生徒に正しく身に付けさせる指導を充実させるとともに、

日常的なかかわりの中で、教職員と園児児童生徒間の信頼関係づくり、園児児童生徒の

相互の人間関係づくりに努め、地域人材の活用も図りながら人権教育を推進します。 

基本施策⑦ 人権教育の推進  
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いじめ問題への取組の徹底を図ります。             （指導課・総務部総務課） 

□宜野湾市いじめ防止基本方針を策定し、いじめ防止等に関する対策協議会や審議会等の

円滑な運用に向けた取組を推進します。 

□各学校で定期的な生活実態アンケート（いじめの項目を含む）を実施し、いじめの早期

発見に取り組みます 

□いじめによる重大事態が発生した場合の調査機関として、市長部局に「宜野湾市いじめ

問題調査委員会」を設置します。 

 

 ◎成果指標（基本施策⑦ 人権教育の推進） 

指標名 

指標の説明 

現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

人権擁護委員との

連絡会の開催（校

長・教頭会にて） 

年１回  

 

    

宜野湾市いじめ防

止基本方針の策定 

策定中 策定 ― 見直し 策定 ― 

いじめ問題に関す

る「対策連絡協議

会」「対策審議会」

「調査委員会」の

設置・開催 

審議中 設置 実施    

 

 

 

 

                                                                                                                         

 【【き 

 

 

 

 

児童生徒が豊かな心を育むため「心の教育」の充実に努めます。 （はごろも学習センター） 

□道徳的実践力を高めるため、「私たちの道徳」の効果的な活用を促進します。 

□ボランティア教育及び豊かな体験活動により規範意識及び公共の精神を育みます。 

【基本的考え方】 

幼児児童生徒一人一人が豊かな心を育み、望ましい自己実現を果たすため、自他の生

命を尊重する心を基盤に、豊かな情操、善悪の判断など規範意識及び公共の精神、健康、

安全、規則正しい生活などの基本的生活習慣を育む等、「心の教育」の充実に努めます。 

 

 

 

 

基本施策⑧ 道徳教育の推進 
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□本県の歴史を考慮し沖縄戦や世界の紛争問題などをとおして、命の大切さや戦争の恐ろ

しさを学び平和を愛する心を育むよう児童生徒の発達段階に応じた平和教育を行います。 

 

◎成果指標（基本施策⑧ 道徳教育の推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32年度 

保護者や地域の方

への道徳の授業の

公開（実施率） 

市内全校 

100％ 

     

ボランティア教育 

活動推進校 

５校 全ての 

小学校 

全ての 

小中学校 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 【【き 

 

 

 

 

児童生徒の体力の向上と健康教育の充実に取り組みます。        （学務課・指導課）  

 □小学校４年生全クラスに皆泳指導員を配置し、水泳をとおして体力向上を図ります。 

□健康教育を推進するため、小・中学校で徒歩通学を推奨していきます。 

 

豊かな生涯スポーツの基礎を培うため、部活動等の活性化に取り組みます。     （指導課）  

□中学校での部活動入部を推進します。 

 □適正な部活動を推進します。（毎月第３日曜日の「家庭の日」は原則休養日とする） 

 □近隣の大学や専門学校でスポーツを専攻する人材を活用し、部活動の競技力向上を図る

取組を推進します。 

 

 

【基本的考え方】 

幼児児童生徒がたくましく生きるための心身の健康の保持増進と体力の向上を図ると

ともに、生涯を通じて運動に親しむ態度の育成や健康で安全な生活を送るための基礎を

培う体育・スポーツ、健康教育の充実に努めます。 

基本施策⑨ 健やかな体づくりの推進    
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学校・家庭・地域・医療関係機関等が連携した保健教育の充実に取り組みます。      

（学務課・指導課） 

□市養護研究会と連携し、健康教育の推進、充実を図っていきます。 

 □子どもの健康的な生活行動の確立等を目指し「学校保健委員会」の活性化と、実践活動

の充実に取り組みます。 

 

◎成果指標（基本施策⑨ 健やかな体づくりの推進 ） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

泳力25ｍ以上 

（小学校６年） 

男 子 

女 子 

 

 

８４％ 

７８％ 

 

 

８５％ 

７９％ 

 

 

８６％ 

８０％ 

 

 

８７％ 

８１％ 

 

 

８８％ 

８２％ 

 

 

８９％ 

８３％ 

中学校の入部率 

（中学校４校平均） 

６６％ 

 

６７％ ６８％ ６９％ ７０％ ７０％ 

 

                              
 

 

                                                                                                                      

 【【き 

 

 

 

 

 

教育活動をとおして食に関する指導の充実を図ります。    （指導課 ・学校給食ｾﾝﾀｰ） 

□学校での「食に関する指導計画」に沿って、栄養教諭・学校栄養職員・学級担任と連携

した食育指導を行っていきます。 

□市食育担当者連絡会を通じて職員（食育担当者）と給食センター関係者（学校栄養職員）

の共通理解を図り、食育指導の充実を図ります。 

□食物アレルギーを持つ児童生徒に十分配慮しながら、一般児童生徒に食物アレルギーの

存在を理解させ、指導するともに、食の重要性を考える教育活動に取り組みます。 

【基本的考え方】 

社会環境や生活環境の変化により、食生活などの生活習慣の乱れが見られます。成長

期にある幼児・児童生徒が「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得できるよう

指導を行うなど、子どもたちの望ましい食習慣の定着と、食事のマナーや食文化を理解

し、食を大切にする心を育む教育を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

基本施策⑩ 食育の推進  
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学校給食をとおして食育を推進していきます。           （学校給食センター）  

□学校給食に使用する多様な食材をとおして、食品の名前・栄養素・働きに関心を持たせ、

自らの食生活に活かせる力を身につけるよう取り組みます。 

 □学校給食献立表、給食だよりを通じて、食育の啓発に努めます。 

□給食試食会等を実施し「家庭での食育」について理解を深める講話を行っていきます。 

□学校給食の食材には地域の安全な食材を積極的に活用し、生産者とのつながりを深めて

いきます。また、契約農家と連携して職場体験期間中に児童生徒が農業体験をできるよ

うに推進していきます。 

□学校給食の献立には、家庭で調理することが少なくなってきた伝統行事食を増やし食文

化を伝えていきます。 

 

◎成果指標（基本施策⑩ 食育の推進） 

指標名 

指標の説明 

現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

栄養職員と連携し

た授業の実施率 

（小学校） 

（中学校） 

 

 

92％ 

0％ 

 

 

100％ 

50％ 

 

 

 

60％ 

 

 

 

65％ 

 

 

 

70％ 

 

 

 

80％ 

食に関する年間

指導計画作成率 

77％ 

 

100％     

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

学校での一貫した相談体制の充実を図ります。        （青少年サポートセンター） 

 □学校長を中心に職員会議や教育相談部会、校内ケース会議などを通じて教職員間の情報

共有や支援のための行動連携を行うなど機動性のある取組を行います。 

【基本的考え方】  

増加傾向にある不登校児童生徒の問題解決に向けて学校及び福祉推進部等の関係機関

や関係団体との連携を図りながら、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ー等専門家を活用し、幼児、児童生徒や保護者、教職員の相談に努めるとともに、教育

相談支援体制の充実に取り組みます。 

 

 

 

基本施策⑪ 教育相談・支援体制の推進  
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□小・中学校間の連携を図り、児童生徒がより良い学校生活を送れるよう学校支援相談会

を実施しスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用や申し送り等につ

いてアドバイスを行うなど学校での相談体制を支援していきます。 

 

専門家を活用した教育相談の充実に取り組みます。                    

（はごろも学習センター・青少年サポートセンター）  

 □教育に関する問題を抱える本人や保護者、教職員に対しスクールカウンセラー・スクー

ルソーシャルワーカー・臨床心理士等による相談を行い早期発見・早期解決に努めます。 

 □定期的に学校を巡回し、学校配置スクールソーシャルワーカーと連携しながら学校や保

護者からの相談について支援を行います。 

 

不登校児童生徒へ居場所を提供し、学校復帰を支援します。                                  

（はごろも学習センター・青少年サポートセンター） 

□心因性による不登校児童生徒を支援する適応指導教室において、学習支援と体験活動を

とおして学校適応を促進していきます。 

□怠学や非行傾向にある児童生徒に対し、スクールソーシャルワーカーによる家庭訪問、

登校支援を行うとともに、スポーツや調理実習等の体験学習やボランティアによる学習

支援を行います。 

 

◎成果指標（基本施策⑪ 教育相談、支援体制の推進） 

指標名 

指標の説明 

現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

学校支援相談会の 

開催数 

年２回      

不登校児童生徒の

「適応指導教室」 

受入人数 

 

5 人 

 

6 人以上 
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基本目標３．地域と連携した教育活動の充実 

 
 

 

                                                                                                                 

 【【き 

 

 

 

 

 

地域コーディネーターを配置し、学校支援の充実を図ります。      （生涯学習課）   

□学校と地域をつなぐコーディネーターを各小・中学校に配置し、教員が学校支援ボラン

ティアの活用について、気軽に相談できる体制の構築に努めます。 

□学校に向けて、学校支援ボランティア活用実践事例や学校と地域との連携をテーマとし

た研修案内などの情報発信を積極的に行い、ボランティア活用を積極的に推進します。 

□小・中学校の地域コーディネーター間の情報交換を目的とした連絡会を定期的に実施す

るとともに、他市町村の地域コーディネーターとも交流を図ります。 

 

大学生や高校生による学習支援ボランティア活用した取組を推進します。 （生涯学習課）     

□琉球大学、沖縄国際大学など近隣の大学や高等学校と連携し、学生を活用した学校支援  

 に取り組みます。 

 

ボランティア人材バンクの取組を推進します。             （生涯学習課） 

 □地域のボランティア人材の情報収集を積極的に行い、学校のニーズに応えられるよう幅

広い人材の確保に努めます。 

  □近隣大学へ積極的な広報活動を行い、大学生ボランティアの登録を推進していきます。 

3.地域と連携した

教育活動の充実 

⑫学校支援地域本部を中核とした学校支援の推進 

⑬子どもの居場所づくりの推進 

⑭青少年支援ネットワークの構築 

【基本的考え方】 

地域住民が学校行事や教育活動に関わっていく中で、地域の子どもは地域で育てると

いう意識を地域全体で共有し、一人でも多くの地域住民が学校支援に携わっていけるよ

う、自治会や老人会、民生委員など地域に根差した団体や近隣大学と連携を図り、地域

で幅広く学校を支援する取組を推進していきます。 

基本施策⑫ 学校支援地域本部を中核とした学校支援の充実  
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◎成果指標（基本施策⑫ 学校支援地域本部を中核とした学校支援の充実） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

学校に繋げた 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ人数 

120 人 135 人 150 人 165 人 180 人 195 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子ども教室の充実を図ります。                 （生涯学習課） 

 □学習支援、文化やスポーツ等の体験活動、地域の大人や異年齢の子どもとの交流活動な

どを充実させるため、放課後子ども教室コーディネーターを中心に多様な活動プログラ

ムを検討していきます。 

 □地域住民や大学生、社会教育関係団体など様々な人材が参画できるよう学校支援地域本

部と連携した人材の確保・活用を図ります。 

 □３小学校区で実施している放課後子ども教室を、計画的に全小学校区に整備し、全ての

子どもが放課後を安全・安心で活動できる環境づくりに取り組みます。 

 

 放課後子ども教室と放課後児童クラブが連携した「放課後子ども総合プラン」を推進します。                            

（生涯学習課） 

□福祉推進部と連携のもと「放課後子ども総合プラン運営委員会(仮)」を設置し、活動内 

容や両事業の運営方法、小学校の余暇教室の活用等について協議していきます。 

□放課後子ども教室コーディネーターと放課後児童クラブ支援員が共同でプログラムを 

企画するなど連携強化を図りながら共通プログラムの充実を図ります。 

 

 

【基本的考え方】 

  各種社会資源・自然資源・人的資源等を活用し、放課後等の居場所づくりの充実、児

童の健全育成の場の充実に努めます。共働き世帯やひとり親世帯などの児童に限らず、

全ての児童が放課後等における多様な体験・活動を行うことができるよう、行政・学校・

家庭・地域連携のもと総合的な子どもの居場所づくりに取り組みます。 

基本施策⑬ 子どもの居場所づくりの推進  
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◎成果指標（基本施策⑬ 子どもの居場所づくりの推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

放課後子ども

教室実施数 

（小学校区） 

3 教室 ４教室 5 教室 7 教室 9 教室 

（全小学校区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域全体で青少年を見守る環境づくりに取り組みます。     （青少年サポートセンター） 

□夜間街頭指導員による定期的な巡回指導を行うとともに、毎月第三金曜日の「少年を守 

る日」には学校・地域と連携・協力した巡回指導を実施し、深夜徘徊防止等の啓発活動 

に取り組みます。 

  □地域や関係機関・団体と連携しながら有害図書や有害情報等から青少年を守る環境浄化

活動に取り組みます。 

□「はごろもサポートネットワーク会議（ＨＳＮ会議）」を開催し、学校と関係部署との

情報共有と課題解決に向けた協議を行います。 

 

◎成果指標（基本施策⑭ 青少年支援ネットワークの構築 ） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28年度 

 

H29年度 

 

H30年度 

 

H31年度 

 

H32年度 

はごろもサポートネッ

トワーク会議開催数 
年２回      

 

 

 

【基本的考え方】 

子どもを取り巻く環境が複雑化、多様化するなかで、児童生徒の不登校や非行に関す

る問題が課題となっており、青少年が社会の中で健全に育つよう家庭・学校・地域が連

携しながら一人一人を見守る行動が必要であることから、関係者が情報を共有し、連携・

協力していくための支援ネットワーク体制の充実を図り、活動を支援していきます。 

 

 

 

 

基本施策⑭ 青少年支援ネットワークの構築  
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基本目標４．教職員の指導力の向上 

 

 

                                                                                                                

 【【き 

 

 

 

 

専門的知識・実践的指導力を高めるため、教職員研修を充実させます。（はごろも学習センター） 

□初任者研修・経年研修（2 年目・3 年目・5 年目・10 年）,臨時的任用教諭研修を実施

し授業力、学級経営力、コミュニケーション能力などの実践的指導力の向上を図ります。 

□情報教育研修の充実・強化を図ります。 

□管理職研修を実施し、学校経営の充実及び学校マネジメント力の育成を図ります。 

 

◎成果指標（基本施策⑮ 階層別教職員研修等の充実） 

指標名 

指標の説明 

現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

初任者・経年・臨

任研修の充実 

（研修の満足度） 

8９％ 95％以上     

情報教育研修の充

実（研修の満足度） 
84% 90%     

管理職研修の充実 

（研修の満足度） 
93％ 95％以上     

４．教職員の指導
力の向上 

⑮階層別教職員研修等の充実 

⑯大学と連携した校内研修の充実 

⑰ICTを活用した授業力の向上 

⑱教員の教育研究活動の推進 

【基本的考え方】 

  教科及び教職に関する専門的知識や実践的指導力（教科指導、生徒指導、学級経営な

どを的確に実践できる力）を高める研修の充実を図るともに、教職に対する責任感、探

求力を身につけるため、自主的に学び続ける教職員を支援していきます。 

基本施策⑮ 階層別教職員研修等の充実 
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 【【き 

 

 

 

 

大学との教育活動ネットワークの充実を図ります。       （はごろも学習ｾﾝﾀｰ） 

□連携する大学から派遣されるアドバイザリースタッフを活用し、授業の指導助言や 

講演を通じて教育課題の解決に向け、校内研修の充実を図ります。 

 

大学とのネットワークを活用した教職体験受入を推進します。 （はごろも学習センター） 

□教員を目指す大学生を対象に、教育現場において様々な教育活動を体験する教職体験の

受け入れを実施するともに、学生が教育活動をとおして学校を支援する取組を推進しま

す。 

 

◎成果指標（基本施策⑰ 大学と連携した校内研修の充実） 

指標名 

指標の説明 

現状 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

大学との共同研

究、校内検証授

業等の実施数 

20 回以上 

 

20 回以上 

 

25 回以上 

 

 

 

 

30 回以上 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的考え方】   

  高等教育機関である大学との教育活動ネットワークを充実させ、教職員の資質向上と

教育課題の解決を図ります。 

 

 

 

基本施策⑯ 大学と連携した校内研修の充実  
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 【【き 

 

 

 

 

 

教職員のＩＣＴを活用した授業を推進していきます。    （はごろも学習センター）   

□情報教育研究会・情報担当者研修会等、教職員を対象とした研修会を実施し、ＩＴ機器

操作や情報モラル指導など教職員のＩＣＴ活用指導能力の向上に努めます。 

 

◎成果指標（基本施策⑰ ＩCT を活用した授業力の向上） 

指標名 

指標の説明 

 

現状値 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

教材研究・指導

の準備・評価で

の活用度 

 （小学校） 

（中学校） 

 

 

 

47％ 

58％ 

 

 

 

70％ 

70％ 

 

 

 

80％ 

80％ 

 

 

 

90％ 

90％ 

 

 

 

100％

100％ 

 

 

週に3 日以上 

授業での活用度 

（小学校） 

（中学校） 

 

 

58％ 

17％ 

 

 

65％ 

30％ 

 

 

70％ 

40％ 

 

 

80％以上 

50％ 

 

 

85％以上 

60％ 

 

 

90％以上 

70％ 

情報モラル指導

ができる教員の

割合 

(県目標値準拠) 

（小学校） 

（中学校） 

 

 

 

 

75％ 

61％ 

 

 

 

 

100％ 

100％ 

 

 

   

 

 

 

 

 

【基本的考え方】 

ＩＣＴ機器を授業に取り入れることで、授業での児童生徒の興味関心が高まったり、

理解が深まったりするなど、教育的効果を図る取り組みを進めます。そのためには、 

全ての教員が日常的に、必要な場合に応じてＩＣＴの特性をいかした効果的な活用 

に努め、授業力の向上を図ります。 

  

 

基本施策⑰ ＩＣＴを活用した授業力の向上   
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教職員へ研究・研修の機会を提供します。         （はごろも学習センター）  

□長期研究員（6 か月間）を配置し、本市の教育課題を研究テーマに設定した研究活動を

支援し、研究成果を市内の学校に還元します。 

□学校教育において、児童生徒が楽しい学校生活を送るためのアンケート「Ｑ－Ｕ検査」

の結果を効果的に活用し、課題である不登校の未然防止につなげていきます。 

□教職員自らが研究テーマを設定する提案型研修の実施について大学や関係機関と連携し

ながら検討していきます。 

 

◎成果指標（基本施策⑱ 教員の教育研究活動の推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

長期研究員を配置

し、継続した研究活

動を実施 

幼少中 

各1 名 

配置 

 

 

 

    

調査活動の充実 

①Ｑ-Ｕ活用説明会 

(活用の満足度) 

 

91％ 

 

 

90％以上 

 

    

②標準学力検査・知

能検査(年1 回) 

(活用の満足度) 

 

85％以

上 

 

 

90％以上 

 

    

 

 

 

   

【基本的考え方】 

  本市の抱える教育課題を共通確認し、その対応と方策を明らかにします。また、教職

員への研修機会の提供と研究資料や教育情報等の収集・提供及び教育相談を実施し、教

職員の専門性を高め、学校教育の充実を図ります。 

 

 

 

 

基本施策⑱ 教員の教育研究活動の推進  
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基本目標５．教育環境の充実 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 【【き 

 

 

 

 

ＩＣＴを活用した学校環境づくりを推進します         （はごろも学習センター）  

□校務用コンピュータの整備を図り、教職員の校務用コンピュータ活用率の向上に取り組

みます。   

□ＩＣＴ機器がいつでも使えるような環境や支援員のサポート体制を整えるなど教職員が

日常的に活用できる環境づくりを進めます。 

 

 

 

                                

５．教育環境の充実 

⑲学校のICT化の推進 

⑳学校図書館機能の充実 

㉑学校等施設・設備の充実 

㉒子どもの安全・安心の確保 

㉓教職員の労働環境の充実 

【基本的考え方】 

学校の全ての授業で、全ての教師がコンピュータやインターネットを活用し「わかる

授業」の展開や情報教育の推進を図るためＩＣＴ環境の整備と活用の促進に取り組みま

す。また、ＩＣＴを活用することにより校務事務の効率化を図り、教職員が児童生徒へ

向き合う時間を確保し、子ども一人一人の力を伸ばす取組を推進します。 

基本施策⑲ 学校のＩＣＴ化の推進 
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◎成果指標（基本施策⑲ 学校の ICT 化の推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

教育用コンピュー

タ1 台当たりの 

児童生徒数 

(タブレット含む) 

＊国の目標数値5.6人 

7.9 人 6.55 人 5.60 人 5.35 人 4.05 人 4.05 人 

電子黒板付プロジ

ェクター・書画カメ

ラの整備台数 

各学校

に1 台 

各学年に 

1 台整備 

各学年に 

2 台整備 

（累計） 

各学年に 

3 台整備 

（累計） 

全学級に 

整備 

 

 

 

デジタル教科書 

整備数 

実証研

究情報

収集 

全学年 

主要教科分 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 【【き 

 

 

 

 

 

市民図書館とのネットワークづくりに取り組みます。                  

（はごろも学習ｾﾝﾀｰ・学校図書館・市民図書館） 

□学校図書館と市民図書館間のシステムネットワークを整備し、資料を共有、活用できる

仕組みづくりを進めます。 

□市民図書館から学校図書館へ資料の集配サービスを実施していきます。      

 

 

【基本的考え方】 

  学校図書館とは「児童生徒及び教員の利用に供することにより、教育課程の展開に寄

与するとともに、児童生徒の健全な教養を育成することを目的」（学校図書館法第２条）

としており、児童生徒の読書活動の推進のみならず、主体的、意欲的な学習活動の充実

から教員の教育研究の支援までを含んでおり、学校図書館の本来の機能を充実させるた

め、市民図書館や関係機関と連携した取組を進めます。 

   

 

 

 

 

基本施策⑳ 学校図書館機能の充実 
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学習活動を支援するためのレファレンスサービスや資料の充実を図ります。 （学校図書館） 

□新聞を活用した学習（ＮＩＥ）を充実させるため、新聞等資料の充実を図ります。 

□レファレンス事例をデータベース化し、学校間の情報共有を図ることにより授業での活

用促進に取り組みます。 

□教職員のニーズに合った資料の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

学校図書館司書の研修活動の充実を図ります。              （学校図書館）            

□学校図書館、市民図書館、中央公民館図書室と合同で「司書研修会」を実施し、図書館

司書の専門性の向上と、連携・協力体制の充実を図ります。 

□県内で開催される司書研究会や講演会・講座・研修会へ積極的に参加し資質向上に努め

ます。 

□新任司書を対象に研修期間を設定し、指導、支援を行っていきます。 

 

◎成果指標（基本施策⑳ 学校図書館機能の充実） 

指標名 

指標の説明 

 

現状値 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

市民図書館との 

ｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸの構築 

― 検証 方針の 

決定 

実施   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レファレンスとは 

利用者の求めに応じて、情報や資料を検索・提供すること。 



第４章  施策の展開（各論） 

 

52 

 

 

 

 

                                                                                                                

 【【き 

 

全ての学校施設の耐震化の確保に取り組みます。               （施設課） 

□旧耐震基準の市立学校施設の整備を計画的に行っていきます。 

  ・志真志小学校（校舎、屋内運動場）、志真志幼稚園（園舎） 

・普天間小学校（校舎）、大謝名小学校（屋内運動場） 

 

施設・設備の老朽化対策と併せた学習環境等の機能向上を図ります。      （施設課） 

□経年劣化による施設・設備の機能低下に対し、計画的に改善に取り組みます。 

□学校からの要望調査を実施し、要望に応じた環境整備の充実に取り組みます。 

 

防災拠点機能に必要な整備を進めます。                  （施設課） 

□地震・津波等により地域に起こりうる災害を想定し、学校に必要な防災機能の整備、 

充実に努めます。 

 

老朽化した学校給食センターの建替えを実施します。  （施設課・学校給食センター） 

 □老朽化した普天間第二学校給食センターと真志喜学校給食センターを統合した新設 

学校給食センターの建設に取り組みます。 

 

◎成果指標（基本施策㉑ 学校施設・設備の充実） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

市立小中学校・

幼稚園施設の 

耐震化率 

85.5％ 86.7％ 93.1％ 95.0％ 100％  

 

新設学校給食 

センター建設 

計画 

・基本設計 

・実施設計 

・建設工事 

 

 

 

供用開始 

 

 

 

 

   

【基本的考え方】 

児童生徒の学習及び生活の場として良好な環境を確保すると共に、障がいのある児童

生徒にも配慮し、防災性・防犯性など安全性を備えた安心感のある施設環境を形成して

いきます。 

 

新設学校給食センター 

運用開始 

 

基本施策㉑ 学校等施設・設備の充実  
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 【【き 

 

通学路の安全点検、施設の安全点検を実施します              （指導課） 

□学校独自の危機管理マニュアルを作成し、通学路の安全点検、施設の安全点検を実施し

ます。 

□保護者や地域から交通安全ボランティアを募り、学校・保護者・地域が連携して通学路

の安全確保に取り組みます。 

 

幼児・児童生徒の危険回避能力の育成を図ります                    （指導課） 

□全ての学校で定期的に避難訓練等を実施し、幼児児童生徒の危険回避能力の育成を図り

ます。 

 

安全指導者の資質向上のため、学校安全講習会等を開催します         （指導課） 

□安全指導者の資質向上のため、学校安全講習会等を開催します 

 

 ◎成果指標（基本施策㉒ 子どもの安全・安心確保） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

通学路安全点検

の実施 

小学校区 小学校区 小学校区  

中学校区 

小学校区  

中学校区 

定期的な施設の

安全点検の実施 

全校      

 

 
 

 

 

【基本的考え方】 

  幼児連れ去り、自然災害や多発する交通事故等、幼児児童生徒を取り巻く危険な環境

は絶えません。そのため、幼児児童生徒に危機回避能力を身に付けさせるための交通安

全・防犯・防災教育の充実に努めるとともに、学校、家庭、地域、関係機関が連携し、

子どもの見守り活動等を推進していきます。 

 

 

 

 

 

基本施策㉒ 子どもの安全・安心の確保 
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教職員のメンタルヘルス対策に取り組みます。                （指導課） 

□個人向けストレスチェック等を行い、職場環境の現状把握と改善に活用します。 

□産業医や臨床心理士等専門家による学校職員の健康相談体制を整えます。 

□心の健康づくりを推進するため、研修会を実施します。 

 

衛生委員会の活動を推進し、健康障害の防止対策に取り組みます。      （指導課） 

□宜野湾市立学校総括安全衛生委員会、学校衛生委員会の活動を推進し、教職員の健康障

害の防止対策に取り組みます。 

□教職員の健康の保持増進に関する取組を推進します。 

□職場巡視等の公務災害防止に関する取組を推進します。 

 

校務の負担軽減を図ります。                        （指導課） 

□学校業務の多忙化解消に向け、学校と連携して行事の見直しに取り組みます。 

□保護者、地域からの要望・苦情に対し、学校だけでは対応できない問題を解消するため、

関係機関との連携による相談体制を整えます。 

 

◎成果指標（基本施策㉓ 教職員の労働環境の充実） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28年度 

 

H29年度 

 

H30年度 

 

H31年度 

 

H32年度 

職場性ストレス簡

易調査での職場環

境改善状況 

前年度値より改善

した学校数 

 

 

 

５校 

    

 

 

6 校 

 

【基本的考え方】 

  生徒指導や保護者の苦情対応等、教職員の日常業務の複雑化、それに伴う時間外勤務

の増加等、多忙化が問題となり、学校現場においては心因性による休職者の増加が後を

絶ちません。教職員が子どもたちと向き合う時間を確保するため、負担感の軽減、時間

外勤務の縮減等、多忙化解消に努めていくことは急務となっています。適正な学校運営

のため、教職員の健康の保持・増進、労働環境の充実を図り、活気ある職場環境づくり

に取り組みます。 

基本施策㉓ 教職員の労働環境の充実  
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基本目標６．生涯をとおした学びの推進 

 

 

                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

中央公民館講座・各種学級の充実を図ります。              （中央公民館） 

□関係機関等と連携して、語学や自然観察等学術的なものから、レクリエーション・家庭

教育・職業知識等、多分野にわたる講座等を実施します。 

 □自治公民館や小学校施設を活用した移動講座を実施します。 

□地域学習を支援するため、公民館講座や関係団体研修会等に関連した資料や図書等の充

実を図ります。 

 

６．生涯をとおした

学びの推進 

㉔中央公民館を拠点とした学習支援の推進 

㉕市民図書館を中心とした学習環境の充実と基盤整備 

㉖学習成果を地域活動につなぐ仕組みづくり 

㉗家庭教育支援の充実 

㉘芸術文化活動の推進 

㉙スポーツ・レクリエーション活動の推進 

㉚地域活動団体への支援 

㉛地域をささえる人材の育成と基盤整備 

【基本的考え方】 

社会教育施設として、市民の生涯各期に応じた学習活動の支援と学習機会の充実に取

り組むとともに、学習者が地域社会に目を向け、社会参加活動に関心を持つよう、地域

課題や現代的課題に関する講座を拡大していきます。また、市民の多様化する学習ニー

ズに対応するため、講座などの企画・運営にＮＰＯなどの市民団体が参画する仕組みづ

くりや、地域が自主運営する講座などを推進し、市民の学びを支援していきます。 

基本施策㉔ 中央公民館を拠点とした学習支援の推進 
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自治公民館と連携し、地域学習を支援していきます。          （中央公民館） 

 □自治公民館を活用した教室の開催や、地域の課題解決に向けた学習を支援します。 

□地域自ら開設する教室を推進するため、必要に応じて社会教育指導員を派遣し、開設に

係るサポートを行います。 

 

だれもが利用しやすい環境づくりに取り組みます。            （中央公民館） 

□高齢者や体の不自由な方、乳幼児連れの保護者等が利用しやすい施設環境を整えます。 

□小さな子ども連れの方でも気軽に講座に参加できるよう、関係機関と連携し、子どもの

一時預りを行うなど、子育て世代の学習機会を支援していきます。 

  

◎成果指標（基本施策㉔ 中央公民館を拠点とした学習支援の推進） 

指標名 

指標の説明 
現状 H28年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

多様な講座の 

実施 

趣味･稽古

に偏り 

 
    

地域学習支援 

（各種講座・学級） 

9 自治会 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策㉕ 市民図書館を中心とした学習環境の充実と基盤整備                                                                                                                  

 

宜野湾市関係資料の収集・保存・活用の充実を図ります         （市民図書館）   

□宜野湾市や市内の機関が発行する地域資料を積極的に収集し、情報のワンストップサービ

スに取り組みます。 

□博物館所蔵資料の情報を相互管理し、市民への効率的な資料の提供と活用を進めます。 

【基本的考え方】 

  市民図書館が学習環境を提供することは、市民の知的欲求や地域の課題解決に寄与す

るものであり、その基本となる図書資料の充実と市民が「いつでも・どこでも・だれで

も」利用できる図書館サービスの実現と、市民や地域が学んだ成果を社会に還元できる

場の提供・支援を行い生涯を通じた学習環境の充実と整備に取り組んでいきます。 

 

      

 

 

講座内容の充実と分野の均等化 

講座分野の均等化と開催自治会を増やす 

基本施策㉕ 市民図書館を中心とした学習環境の充実と基盤整備  
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□図書館利用者の本の見つけ方、調べものの仕方などについての手引きとなる「パスファイ

ンダー」を作成し、サービス向上に努めます。 

 

 

 

 

 

ＮＰＯや各種団体と連携したイベントや講座を実施します。            （市民図書館） 

□市内に活動拠点をおくＮＰＯや各種団体、大学等の人材を活用した講座を積極的に実施

し、市民の学習意欲を高めるとともに、地域課題を解決する取組を支援します。 

□子どもたちが学ぶ楽しさを知り、学力の更なる向上を目指した講演会の開催や、夏休み

を利用した学習を支援する教室を実施していきます。 

□子どもたちに適正な職業意識をもってもらうことを目的に、子どもビジネス講座を開催

しキャリア形成教育を支援していきます。 

 

全ての市民が情報へのアクセスができるよう環境を整えます。           （市民図書館） 

□高齢者をはじめとするインターネット接続環境にない市民が、いつでも気軽に利用でき

るようパソコン機器の導入を進めます。 

□市民がインターネット情報の知識や利用方法を学ぶことができるような案内や関係部署

と連携した講座の実施に努めます。 

 

市民が利用しやすい環境整備に取り組みます。                 （市民図書館） 

□移動図書館の利用時間等、巡回方法の見直しを行うと同時に、今後の移動図書館の役割

について検討を行います。 

□市民図書館から遠い地域の市民も利用しやすい環境になるよう分館設置や中央公民館図

書室の分館化、巡回バスの運行など環境整備に向けあらゆる可能性を検討していきます。 

 

図書館職員の研修を充実させ専門性を高めていきます。              （市民図書館） 

□図書館司書の専門性や情報発信能力の向上を図るため、職場内研修を推進します。 

□学校図書司書との連携や交流を積極的に行い、双方の専門性を高める取組を推進します。 

 

 

 

パスファインダーとは 

よく質問を受けるテーマや、話題のテーマについて具体的な資料の探しかたや、図書リストなどをま

とめたものをいいます。 
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◎成果指標（基本施策㉕ 市民図書館を中心とした学習環境の充実と基盤整備） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

貸出冊数 

（ ）市民 

311,933冊 

（293,711） 

321,291冊 

（302,522） 

330,930冊 

（311,598） 

340,858冊

（320,946） 

351,084冊 

（330,574） 

361,617冊 

（340,491） 

市民利用者数 79,342 人 81,722 人 84,172 人 86,699 人 89,300 人 91,979 人 

インターネッ

ト・携帯から

の予約数 

1,750件 1,803件 1,857件 1,913件 1,970件 2,029件 

講演会・講座

の開催数 

１０回 12 回 14 回 16 回 18 回 20 回 

宜野湾市関係

資料数 

585 冊 635 冊 685 冊 735 冊 785 冊 835 冊 

 

 

 

                                                                                   

 【【き 

 

 

 

 

 

学習成果を地域につなぐ仕組みづくりを推進します。              （生涯学習課）  

□公民館主催事業（各種講座）後、サークル化への支援をしていきます。 

□サークル単位での展示会や中央公民館まつりを通じて成果発表の場を提供します。  

□各サークルの活動をホームページや市報で広く市民に広報し、様々な場で、活動成果を

活かせる取組を推進します。 

□自治公民館を中心とした学習活動に、地域の人材を活用し、生涯学習に対する意識を高

めるとともに、地域の自主的な学習活動を推進します。 

 

【基本的考え方】 

市民の学習成果の発表の場として生涯学習フェスティバルを開催し、学習意欲の向上

と生涯学習の普及促進を図るとともに、中央公民館を拠点に活動しているサークル団体

を支援しながら、活動成果を地域学習やボランティア活動へつなげる取組を推進してい

きます。 

 

 

 

基本施策㉖ 学習成果を地域活動につなぐ仕組みづくり 
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◎成果指標（基本施策㉖ 学習成果を地域活動につなぐ仕組みづくり） 

指標名 

指標の説明 

 

現状値 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

ボランティア活動

実施サークル数 

28％ 

(20 団体) 
30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 【【き 

 

 

 

 

親の学びを支援する沖縄県「親のまなびあいプログラム」の活用を推進します（生涯学習課） 

 □子どもの基本的生活習慣や家庭学習、体験活動など保護者同士が家庭教育について学び

合えるワークショップ型「親のまなびあいプログラム」の活用促進を図ります。 

 □学校や幼稚園での保護者会や地域で行われる行事など様々な機会をとらえて「親のまな

びあいプログラム」への参加を促すミニプログラムを体験できるよう支援していきます。 

 

沖縄県の「家
や

～なれ～運動」を推進していきます。            （生涯学習課） 

 □家庭でのしつけや習慣が、外に出たときのかがみ（鑑）になる「やーなれる ふかなれ

ー」家庭の教育力促進に向けて家庭・学校・地域が連携して取り組んでいけるよう啓発

に努めます。 

 

親子がふれあい、保護者同士が交流できる機会の充実           （生涯学習課） 

□子育てや家庭教育支援に関わる団体（ＰＴＡ連合会、子ども会育成者連絡協議会、自治

会等）と連携し、親子でふれあいながら保護者同士が交流できる機会の充実に努めます。 

 

 

 

【基本的考え方】 

教育の原点といえる家庭教育は子どもの基本的生活習慣の確立や規範意識の向上な

ど重要な役割を担っており家庭教育に対する理解を深め、保護者に対する学習機会の提

供や相談など、家庭における実践を支援するため学校や地域の活動と連携し、様々な方

面から家庭教育を支える環境づくりを推進します。 

 

 

基本施策㉗ 家庭教育支援の充実   
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家庭教育支援リーダーやアドバイザーを活用した家庭教育支援体制を構築します。 

（生涯学習課） 

 □県が養成に取り組んでいる家庭教育支援リーダー（企画・運営・コーディネート・支援

アドバイザーの養成・指導助言等）・家庭教育支援アドバイザー（保護者への情報提供

や相談、「親の学びあいプログラム」の進行等）を活用し、家庭教育支援活動の充実に

取り組みます。 

  

◎成果指標（基本施策㉗ 家庭教育支援の充実） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

家庭教育学級の実施

回数 

2 回 ３回   5 回  

「親の『まなびあい』

プログラム」の推進 

未実施 実施 前年度比増    

 

 
 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

ミュージックフェスティバルを開催し若手ミュージシャンの発信の場を提供します 

（生涯学習課） 

□宜野湾市内のライブハウス等で活動しているミュージシャンを中心に「ＬＩＶＥ ＧＩ

ＮＯＷＡＮ」として大舞台での発表の場の提供と音楽文化の発信を行っていきます。 

 

 

【基本的考え方】 

市民の文化に対する取組は、「心の豊かさ」を求め、より深くなってきています。市

民自らが参加し、創造することの大切さを学ぶことで、豊かで潤いのある文化生活をさ

らに向上させています。市民一人一人が多様な文化に触れ、親しみ、主体的に活動が展

開できるような環境づくりや諸文化事業を推進し、「文化の自立」を目指していきます。 

 

 

 

 

基本施策㉘ 芸術文化活動の推進  
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U-18 フェスティバルを開催し、子どもたちの文化活動を支援します。   （生涯学習課）  

□「U－18 フェスティバル」を開催し、市内児童センターや学童クラブ等に所属している

子どもたちを中心に文化活動の成果を発表する機会を提供します。 

 

創作市民劇の公演をとおして地域興しと地域人材の育成を図ります。    （生涯学習課） 

□２年に一度、地域活動の中心である自治会を主体とし、地域の特色を生かした創作市民

劇を実施します。 

□平成２９年度には自治会を単位とした公演事業が終了、以降はどのような方向で実施し

ていくか検討していきます。 

 

出前公演を開催し、身近に音楽などの芸術に触れる機会を提供します    （生涯学習課）  

□音楽・舞踏などの芸術家が老人ホームや児童センター等のあらゆる場所に出向き、身近

に生の文化芸術を楽しむ機会を提供します。 

□小中学校の音楽学部を派遣するなどして、学校が地域を支援する取組につなげるととも

に、子どもたちの発表の場の提供を支援していきます。 

 

市民による文化・芸術活動の発表の場と鑑賞の機会を提供します。     （生涯学習課） 

□宜野湾市文化協会と共催で、「宜野湾市文化祭」を開催し、文化活動の成果を広く市民

に公開し、発表の場と鑑賞の機会を提供します。 

 

◎成果指標（基本施策㉘ 芸術文化活動の推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状値 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

創作市民劇の実施 

 

嘉数区 

（上演） 

大謝名区 

（脚本制作） 

 

（上演） 

 

 

 

 

 

出前公演の来場者数  

600 人 

 

610 人 

 

620 人 

 

630 人 

 

640 人 

  

 650 人 

 

 

 
 

事業終了に伴う評価と

新たな市民劇の検討 

評価 
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 【【き 

生涯スポーツフェスティバルを開催しスポーツ等に親しむ機会を提供します。   （生涯 

 

 

市民のスポーツ活動を推進します。                  （生涯学習課） 

□「生涯学習フェスティバル」や各種教室を通して子どもから大人まで楽しめるプログラ

ムの充実とスポーツ・レクリエーション活動の啓発に取り組みます。 

 □市内で開催される「ぎのわん車いすマラソン」など各種スポーツイベントを支援してい

きます。 

 □ホームページや広報誌を活用し、スポーツイベント情報やニュースポーツ等の紹介を行

い市民の関心を高めていきます。 

 

学校体育施設を市民へ開放し、余暇利用を促進します。         （生涯学習課） 

 □公立小・中学校体育館、プール等の学校体育施設を開放し、市民のスポーツ・レクリエ

ーション活動の場として活用します。 

 

地域におけるスポーツ・レクリエーション活動等を支援していきます。   （生涯学習課）  

 □自治会やＰＴＡ事業等にスポーツ推進委員を派遣し、指導やサポートを行い、スポーツ

などの普及に努めます。 

 

地域が主体的に運営するスポーツクラブや団体を育成、支援していきます。 （生涯学習課） 

□現在ある総合型地域スポーツクラブが円滑に運営できるよう連携・協力していきます。 

□新たな立ち上げを目指す団体に対し、助言を行うなど積極的に支援していきます。 

□市民スポーツや健康増進の幅広いニーズへの対応と、競技力向上など活動の拡充を図る

ため、市体育協会の法人化に向けた取組を支援していきます。 

 

 

 

 

【基本的考え方】 

市民が「いつでも、どこでも、だれでも」スポーツ・レクリエーションに親しむことの

できる機会の提供と、各年代に応じて自主的、継続的なスポーツに取り組めるよう関係機

関と連携した生涯スポーツの推進を図るとともに、競技スポーツの振興を目指す市民団体

の育成・支援を行っていきます。 

   

基本施策㉙ スポーツ・レクリエーション活動の推進   
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◎成果指標（基本施策㉙ スポーツ・レクリエーション活動の推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28年度 

 

H29年度 

 

H30年度 

 

H31年度 

 

H32年度 

スポーツ推進員

派遣回数 

３０回 

 

     

 

 

 

                                                                                        

 【【き 

 

 

 

社会教育関係団体の組織力強化を支援していきます。         （生涯学習課） 

□「魅力的な事業の企画立案」「効果的な広報」など組織のマネジメントをテーマとした

社会教育関係団体役員研修会を実施し、団体組織の活性化を支援します。 

□社会教育関係団体と行政の役割を再確認し効率的・効果的な組織運営ができるよう関係

者が意見交換できる場づくりに努めます。 

□各団体が行っている取組や市主催事業へ協力する様子などを市報やホームページ等で広

く周知し、市民の関心と団体への協力を高めていきます。 

 

  

 

 

 

 

◎成果指標（基本施策㉚ 地域活動団体への支援） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28年度 

 

H29年度 

 

H30年度 

 

H31年度 

 

H32年度 

社会教育関係団体

を対象とした合同

研修会の実施 

継続 

実施 

     

【基本的考え方】 

市民の自発性・自主性を尊重しながら、社会教育関係団体をはじめとする地域活動団

体の育成と主体的な活動を支援していきます。 

社会教育関係団体とは 

 法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる 

 目的とするものをいう（社会教育法第10条） 

  ＰＴＡ、婦人会、青年団、子ども会、老人会、ボーイスカウト、ガールスカウト、ＹＭＣＡ 等 

 

 

基本施策㉚ 地域活動団体への支援      
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 【【き 

 

 

 

 

 

市民大学（仮称）の早期設置を目指した取組を進めます。         （生涯学習課） 

□学んだ成果を地域づくりに活かし、地域を支える人材の育成を目的とした市民大学（仮

称）の設置に向けた調査研究を進めます。 

□開校に向けて、社会教育関係団体や学識関係者など外部人材を含めた委員会を設置し、

カリキュラム内容や運営に関することを協議していきます。 

 

地域を支える人材を育成する取組を推進します。             （生涯学習課） 

 □市民大学（仮）と連携し、学校支援コーディネーターや伝統芸能・歴史文化の継承、ス

ポーツ・レクリエーション等の指導や普及等、地域のリーダーとなる人材を育成します。 

 

◎成果指標（基本施策㉛ 地域を支える人材の育成と基盤整備） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

市民大学の 

設置 

調査研究 委員会設置 開校    

 

 

 

 
 

 

 

 

【基本的考え方】 

  市民の自主的・主体的な学習活動を支援しながら市民・教育機関・自治会・市民団体・

行政などが協働しながら、地域課題の解決に向けたコミュニティ形成の中核となる人材

を育成し、学習成果を地域社会や学校教育などに還元するような循環型の人づくりを目

指した基盤整備に取り組みます。 

基本施策㉛ 地域を支える人材の育成と基盤整備  
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基本目標７．郷土を学びつなぐ環境の充実 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

伝統文化・芸能大会への情報提供を行います。                （文化課） 

□市内の伝統芸能等保持団体へ、他自治体等主催の伝統芸能大会の案内や、伝統芸能・文

化活動（公演や保存）を助成する団体や法人等の情報提供を行います。 

 

◎成果指標（基本施策㉜ 伝統文化、伝統芸能の継承・発展） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

伝統芸能等を開催し

た団体数（年１回） 

６団体      

 

 

 

 

 

７．郷土を学びつな

ぐ環境の充実 

㉜伝統文化、伝統芸能の継承・発展 

㉝文化財の保存整備等の推進 

㉞歴史を活かしたまちづくりの推進 

㉟博物館を拠点とした歴史・文化の保存活用の充実 

㊱文化関係団体等への活動支援と人材育成 

㊲郷土学習の推進 

【基本的考え方】 

宜野湾市には、有形・無形の特色ある豊かな文化が継承されている。こうした文化が 

児童生徒をはじめ、次世代の市民に継承され、発展していくよう推進します。 

基本施策㉜ 伝統文化、伝統芸能の継承・発展 
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 【【き 

 

 

 

 

宜野湾市内の文化財の新規指定・登録と整備を進めます。           （文化課） 

 □市民が文化財を見学し、親しみ、地元に愛着を得るため、指定・登録、整備を進め文化

財を活用しやすい環境を整えます。 

 

◎成果指標（基本施策㉝ 文化財の保存整備等の推進 ） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

文化財めぐりでの見

学者数（他団体含む） 

143名 

 

１６０名 180 名 

 

200 名 

 

220 名 

 

240 名 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

  

 

 

 

 

地域の歴史や文化に触れ、親しむ取組を進めます。              （文化課） 

□地域に所在する文化財の表示や説明を記した文化財案内板（説明版）を設置し、地域で

の文化財の保護、活用を推進します。 

□文化財等に関するリーフレットや文化財マップを作成し、自治会配布をとおして周知に

努めます 

 

 

 

【基本的考え方】 

宜野湾市内に所在する有形・無形・民俗・記念物等の文化財の調査・指定・保存整備

等を推進し、貴重な文化遺産を保存・継承するとともに、その有効活用を図ります。 

【基本的考え方】 

地域住民が主体となって、歴史を活かしたまちづくりを推進するには、まず市民が地

元の歴史、文化を知ることが必要であり、そのためには市民が文化財などに親しみ、関

心を持つ取組を推進していきます。 

基本施策㉝ 文化財の保存整備等の推進  

基本施策㉞ 歴史を活かしたまちづくりの推進  
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◎成果指標（基本施策㉞ 歴史を活かしたまちづくりの推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

案内板設置自治会数 

＊「文化財教室」終了

自治会を優先 

3 区 ４区 ５区 ６区 ７区 ８区 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 【【き 

 

博物館企画展、教室等の充実を図ります。        （市立博物館・文化課） 

 

 

博物館企画展、教室等の充実を図ります。            （市立博物館・文化課） 

 □地域の歴史や文化への関心と、先人の知恵と工夫を感じてもらうため、宜野湾市の歴史・

民俗・自然等をテーマに企画展や講座を開催します。 

 □発掘調査で得られた遺跡の出土品を博物館等で保存、企画展などを活用して積極的に市

民に公開していきます。 

 

森川公園の環境を活かした体験学習を実施します。           （市立博物館） 

 □羽衣伝説の地「森の川」や公園内の自然を活用した自然観測会や民具づくりなど地域に

根ざした体験活動の充実を図ります。 

 

小中学生が文化財を知り、保護の精神を培う取組を推進します。        （博物館） 

□市内小中学生を対象に「市内に残る文化財」を題材とした図画作品展を開催します。 

 

 

 
 

 

【基本的考え方】 

宜野湾市の歴史・文化・自然等の発信拠点として市立博物館の積極的な利活用を図り、

文化財への普及啓発並びに地域理解を図っていきます。 

基本施策㉟ 博物館を拠点とした歴史・文化の保存活用の充実    
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◎成果指標（基本施策㉟ 博物館を拠点とした歴史・文化の保存活用の充実） 

指標名 

指標の説明 

 

現状値 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

企画展開催数／教室開

催数 

4／9 ３／8 3／9 4／9 4／9 ７/9 

文化財図画作品展 

応募点数 

＊1校あたりの募集数 

（20点×17 校） 

180 点 200 点 

以上 

220 点 

以上 

240 点 

以上 

260 点 

以上 

280 点 

以上 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 【【き 

 

 

 

 

 

 

文化財ガイドの育成と友の会の活動を支援し市民参画の仕組みづくりに取り組みます。     

                                （文化課・博物館） 

□市内各地域の文化財を説明する「イガルーシマ文化財ガイド」の育成を図るため講座の

充実と活動を支援します。 

 □「市立博物館友の会」会員向けの展示解説会や講演等を開催し地域文化への関心を高め

ていきます。 

□「博物館友の会会員」の知識と経験を活かした活動の場を設け、博物館事業への協力、

学校の学習支援に対する人材活用を図ります。 

 

 

 

 

 

【基本的考え方】 

宜野湾市の歴史や文化財について市民や市民団体が主体となった文化財愛護活動を推進

していくため「イガルーシマ文化財ガイド」を中心とする関係団体の人材育成と活動を支援

し、地域づくりや学校での郷土学習支援に対する人材の活用につなげていく取組を推進しま

す。 

 

 

基本施策㊱ 文化関係団体等への活動支援と人材育成  
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◎成果指標（基本施策㊱ 文化関係団体等への活動支援と人材育成） 

指標名 

指標の説明 

 

現状値 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

イガルーシマ文化財

ガイド登録人数 

3 人 8 人    13 人 

友の会会員を対象と

した展示解説会及び

講演会の開催数 

５回 5 回 ６回  7 回  
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 【【 

 

 

 

 

 

様々な場を活用して郷土を学ぶ機会を提供します。         （文化課・博物館） 

 □各行政区ごとに地元に縁のあるテーマを中心に「イガルーシマ文化財教室」を開催し、 

地域の文化学習活動を支援していきます。 

□『宜野湾市史』をテキストに郷土の歴史や偉人を学ぶ取組を推進します。 

□小学校３、４年生の副読本「昔のくらし（テーマ：昔の道具とくらし・伝統行事）」を

使った郷土学習の際に、学校の要請に応じ、授業を支援していきます。 

 □市内在住の小学校５、６年生を対象にした「わらば～体験塾」を実施し、１年をとおし 

  て市内の自然や文化について学ぶ機会を提供します。 

 

◎成果指標（基本施策㊲ 郷土学習の推進） 

指標名 

指標の説明 

 

現状値 

 

H28 年度 

 

H29 年度 

 

H30 年度 

 

H31 年度 

 

H32 年度 

イガルーシマ文化

財教室修了者数 

（全８回程度） 

３０名      

副読本の内容をテ

ーマとした学習支

援利用学校数 

（私立含む） 

２校 ４校 ６校 

 

10 校   

博物館市民講座の

開講数 

９回 ８回 9 回    

 

 

 

 

 

 

【基本的考え方】 

宜野湾市の歴史・文化・自然など、郷土について学習する機会を提供し、地域を学び

理解を深めることより、地域への誇りと愛着が育まれ、そのことが地域文化を語り、発

信することへつながるよう郷土学習活動の充実を図ります。 

基本施策㊲ 郷土学習の推進  
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基本方向を支える環境整備 

 
 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

□学校評議員制度や学校支援地域本部事業、コミュニティ・スクール制度など関連す

る施策が一体的に取り組める制度のあり方について幅広い検討を行います。 

□市長は市長と教育委員会で構成される「総合教育会議」を設置し、教育の振興に関

する施策の大綱を策定します。 

□総合教育会議を活用して、教育条件の整備等重点的に講ずべき施策について協議、

調整を行っていきます。 

□「宜野湾市教育の日」を制定し、市民の教育に対する意識と関心を高めるとともに、

学校・家庭・地域の連携協力のもと、市教育の充実と発展を図る取組を行います。 

□職員の企画立案能力の向上に向けて、外部人材を活用した各種ワーキンググループ

の取組を推進します。 

    □専門職を配置するなど組織体制の充実を図ります。 

   □学校教育と社会教育が連携した施策が展開できるよう関連部署の組織体制を強化し

ます。 

   □施策の透明性を確保し、教育の関心を高めるため、教育に関する情報を積極的に発 

信し開かれた教育委員会にします。 

基本方向を支える
環境整備 

㊳教育制度の改革と推進体制の強化 

【基本的考え方】 

  教育委員会の姿勢は、学校のあり方や教育環境に重大な影響を与えます。学校教育現

場や社会教育現場の課題も踏まえながら、広く地域住民の意見を拾い、将来の教育制度

のあり方について、社会の動向も見極めながら検討を行います。 

  また、宜野湾市の教育の目標を実現するため、推進体制の強化を図ります。 

 

 

 

基本施策㊳ 教育制度の改革と推進体制の強化 
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第５章 計画の推進に向けて                  

1．宜野湾市の教育を市民みんなで推進していくために          

  計画の効果的な推進にあたっては、市・学校・家庭・地域・社会教育関係団体等、教育

に携わる様々な方が、連携・協力しながら市民ぐるみで取り組むことが不可欠です。その

ため、それぞれの役割を踏まえつつ、おおむね以下のことをみんなで推進していきましょ

う。 

 

【行政の役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校の役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育施策の実施主体として計画を推進するとともに教育環境の充実に努めること。 

・学校の様々な課題に向き合い、個性ある学校づくりが展開できるよう学校を支援し

ていくよう努めること。 

・教員の資質向上に努めること。 

・家庭・地域における子どもの教育と親や大人の学習を支援していくよう努めること。 

・多岐にわたる教育課題に対応するため、教育分野以外の関係機関との連携・協力に

努めること。 

・教育ニーズを的確に把握しＰＤＣＡサイクルにより効率的、効果的に実施すること。 

・子どもたちの心身の発達に応じて、社会で生きていくための基礎となる知・徳・体の

バランスのとれた「生きる力」の育成に努めること。 

・教員は、教育者としての誇りと使命を自覚し、自らを磨いて資質・能力の向上に努め

ること。 

・教員は子どもたちと向き合い、一人ひとりに応じたきめ細かな学習指導に努めること。 

・幼児期からの一貫性のある教育を進めるため、校種間の連携を深めること。 

・地域に開かれた信頼される学校づくりに努めること。 
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【家庭の役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域の役割】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・家庭は全ての教育の出発点であり、家庭における子育ての重要性を認識し、愛情豊か

な子育てに努め家族との絆を深めていくこと。 

・基本的な生活習慣、社会のルール、マナーを守ることや、善悪の判断、感謝の気持ち

など社会生活をする上での「しつけ」をしっかり行うよう努めること。 

・親も親としてのあり方や生き方を身につけるとともに、子どもの将来の生き方につい

て一緒に考え、アドバイスできるよう努めること。 

・地域の大人との関わりをとおして社会のルールやコミュニケーション力を身につけ

るなど、子どもの成長に地域の大人が積極的に関わっていくよう努めること。 

・公民館や社会教育関係団体、ＮＰＯなど、大人と子どもが一緒に参加できるような

行事や活動機会を多く提供できるよう努めること。 

・地域と学校、社会教育関係団体等が力を合わせ、子どもの学校生活、家庭の子育て

安全・安心な教育環境づくりを支え、地域全体で子どもたちを見守り育ていくよう

努めること。 

・一人一人の大人の生き方が子どものたちの成長に影響を与えることを自覚し、大人

も子どもも一緒に学び、行動していくよう努めること。 
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２．計画の実効性                                        

  教育施策を効果的に実施していくためには、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

改善（Action）のＰＤＣＡサイクルによるマネジメントシステムにより計画の実効性を確

保していきます。  

  

本計画の推進にあたっては、施策の成果や課題等について「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律」第２７条に基づき、各事業の実施状況について点検・評価を行い、議会

に報告、市民に公表するとともに、その結果を施策の展開に反映させながら、効果的かつ

継続的な推進を図ります。 

  学校においては、学校評価に関する学校教育法・学校教育法施行規則に基づき、教育活

動や学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善に努めます。 

  

 

 

３．計画の周知                             

  教育施策の推進にあたって宜野湾市の教育の基本理念や施策の内容などを共有できるよ

うホームページや、様々な機会を捉えて、可能な限り分かりやすく対外的に情報発信を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 計画の推進に向けて 

 

76 

 

 






























































